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日本レジャー・レクリエーション学会第 45固学会大会のお知らせ

日本レジャー・レクリエーション学会

理事長沼津秀雄

平成 27年度の学会大会の概要が下記のように決定いたしました。詳細は決まり次第、ホームページ等

でお知らせします。

ユいヨロ

期日 :2015年 12月5日(土) ~6 日(日)

会 場:武庫川女子大学中央キャンパス

干 663-8558

兵庫県西宮市池開町 6-46

アクセスは、|むこじよ アクセス|で検索

日 程:12月5日(土)基調講演シンポジウム懇親会

12月6日(日)研究発表(ポスター発表を含む)、総会

問い合わせ:武庫川女子大学 文学部心理・社会福祉学科

茅野宏明 (chino@mukogawa-u.ac.jp)

0798 -45 -9822 (研究室直通、 FAX兼用)



「日本レジャー・レクリエーション学会賞J
候補者推薦のお願い

日本レジャー・レクリエーション学会

学会賞選考委員会委員長浮田千枝子

本学会では、会員の優れた活動を顕彰かっ奨励することを目的として、「平成 27年度日本レジ、ャー・レ

クリエーション学会賞(第 8回)Jを選考・授与致します。

つきましては、下記の 4つの賞・部門について、学会賞候補者の推薦を受け付けます。学会賞候補者を

推薦する会員は、「日本レジャー・レクリエーション学会賞規程」および「日本レジャー・レクリエーショ

ン学会賞選考内規」をよく読んだうえで推薦書を作成し、必要書類等を揃え、学会賞選考委員会事務局宛

に提出いただくようお願い致します。

提出締め切りおよび提出先(学会賞選考委員会事務局)については、本年5月下旬を目途に学会ホーム

ページ (hれp://wwwおlrs.jp) にてお知らせします。

なお、学会賞に関する「規程」および、「内規」、推薦書の様式、必要書類及び部数につきましては、学

会ホームページに掲載しています。推薦者は学会ホームページを参照の上、提出いただくようお願い致し

ます。

推薦の対象となる賞・部門は、 (1)学会賞、 (2)研究奨励賞一論文部門、 (3)研究奨励賞一一般発表部門、

(4)支援実践奨励賞、です。各賞・部門の概要は下記の通りです。

「学会賞」は、正会員によって選考の当年度を含まない過去 3年度以内(平成 24、25、26年度)に発表

された、学会誌『レジャー・レクリエーション研究Jおよびその他のレジャー・レクリエ}ション研究に

関する学術誌、著書、論文を対象として顕著な功績があったものとする。ただし、『レジャー・レクリエー

ション研究j以外の業績に関しては、本会の正会員の資格を有し、筆頭著者(ファースト・オーサー)の

ものに限る。

「研究奨励賞一論文部門一」の対象は、正会員である大学院生等の学生により、平成 25年度に筆頭著者

として発表された『レジャー・レクリエーション研究』の掲載論文とする O

「研究奨励賞一一般発表部門 」の対象は、正会員である大学院生等の学生により、平成 25年度の学会

大会において筆頭著者として発表された一般研究発表(口頭)とする O

「支援実践奨励賞」は、正会員によるレジャー・レクリエーション支援実践において顕著に優れた功績

が認められたものを対象とする。ただし団体での活動については、その団体で中心的な役割を果たしてい

るものに限る O

* I貢献賞」は、学会理事会が選考します。推薦等の詳細については、学会事務局までお問い合わせくだ

さい。
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<原著>

オープンガーデンに見られる趣味縁の可能性に関する考察

ーレジャー活動を通じた豊かさの指標づくりに向けてー

土屋薫 1 林香織 2 下嶋聖 3 宮 崎 雅 代 4

The potential of Open Garden as a source for cultivating enthusiast groups 

Kaoru Tsuchiya ¥ Kaori Hayashi 2， Hijiri Shimojima 3 and Masayo Miyazaki 4 

Abstract 

The extra short version (8 items) of the Leisure Boredom Scale indicates a significant difference 

between ordinary people and the members of the gardening club in Nagareyama city in Chiba 

prefecture 

As the result of a survey for the members ofthe gardening club in Nagareyama city， people could 

be divided into two groups. On巴grouprequires a source of motivation in order to engage in leisure 

activity. The other group fee1s that they lack the skills needed for leisure activities. 

Using the extra short version (8 items) of the Leisure Boredom Scale as an indicator for 

wellness， we can discover the road map toward happiness. 

In the case of Nagareyama however， a gardening enthusiast association overlaps with the local 

community， because of its town policy，“Nagareyama Green Chain Strategy". So we have to look at 

other cities for populations that are more representative ofthe society at large. 

1 .はじめに:豊かさをとらえる鍵は何か?

総理府から内閣府に引き継がれて実施されてい

る「国民生活に関する世論調査」において、 1980

(昭和 55)年以来ず、っと、 rf物の豊かさjよりも

『心の豊かさ」に重きをおいて生活をしていきた

い」と答える人が上回っている九

このことは、「目に見える製品を購入したりサー

ビスに対価を払ったりすることによって問題状況

は解決し得る」という産業革命以来の世界観が変

わりつつあることを意味する九そしてこのこと

はまた、国民総生産(GrossNational Product， GNP) 

や国内総生産 (GrossDomestic Product， GDP)と

いった社会指標が見直される段階に入ったことを

意味する九

1 江戸川大学社会学部 College of Sociology， Edogawa University 

どちらの指標とも、産業政策に呼応するかたち

で数値の積み上げによって組み立てられている

が、これらの指標でとらえられるのは総量であり、

ひとりあたりの「量」については平均でしかわか

らない。つまり、どんなに精綴に積み上げたとし

ても、ひとりひとりの豊かさの目標値としては必

ずしも有効に機能しない。このことは、「新国民

生活指標J(1992 <平成 4)年)の活用状況からも

わかるだろう九また、太平洋戦争下における日

本の厚生運動の状況を見ても、「量」によらない

目標設定の難しさは否定できないヘ

それでは、豊かさを指標化して目標設定するこ

とは砂上の楼閣に過ぎないのだろうか。

1972 (昭和 47)年にブータン国王が提唱した指

2 江戸川大学メディアコミュニケーション学部 COllege ofMedia Communications， Edogawa University 
3 東京農業大学短期大学部 Junior College ofTokyo University of Agriculture 
4 特定非営利活動法人日本トピアリー協会 NonprofitOrganization Japan Topiary Association 



4 レジャー・レクリエ}シヨン研究75，2015 

標は「国民総幸福量 (GrossNational Happiness， 

GNH)Jと呼ばれているがぺそれ以前の国際的

な指標との決定的な違いは、一人あたり数時間か

けて行う対面式の聞き取り調査を数量化した点で

あろう~この指標が注目に値するのは、既存の

社会統計指標だけでなく、そこに個人の状況や主

観的な認識を組み込んで、いる点である。そのこと

によって、「目に見える」目標・ビジョンとして、

豊かさの「かたち」を提示することが可能になっ

たのではないだろうか。ただ実際には、人口 73

万人ほどのブータンの手法を一般化するのは現実

的ではないヘ

価値観が多様化した現代社会においては、「豊

かさ」は「人それぞれのもの」としてはじめて実

現され得る O ただしこれは、各々が好きなことを

やればそれで、いい、ということでは済まされない。

たとえ個人の活動であっても、必ず社会資本の影

響を受けるからである。人的ネットワークや環境

等、与えられた社会資本を再配分するかたちでし

か人は生きていけない。その意味で、個々人の晴

好が集約されるレジャー活動は、個人と社会を結

ぶ豊かさの結節点として見逃せない。ブータンの

手法からは、豊かさをとらえる上で、レジャー活

動に関する統計データと個人の余暇診断結果を結

びつけて総合的に分析することの可能性が見えて

くる。

そこで本研究では、このような問題意識に基づ

き、ガーデニングという個人のレジャー活動を、

来訪者という要素から社会につなぐ働きを持つ

オ}プンガーデンに注目して、豊かさを実現する

指標をつくる上で求められる項目について探るこ

とを目的とする。

なお、関連概念として ihorticultureJがあるが、

ここでは、これに対応する訳語としての果樹や野

菜生産を含めた農業分野としての広義の「園芸」

ではなく、また盆栽のように鑑賞を目的とした特

定の手法による栽培を指す狭義の活動でもなく、

レジャー白書において趣味・創作部門に分類され

ている「園芸・庭いじり」という文脈で、楽しみ

のために行われている緑化活動一般を指してガー

デニングとして取り扱う O したがって、日本にお

いて 1990年代(ほぼ平成に入ってから)以降流

行し始めたイングリッシュ・ガーデンやハーブづ

くりだけでなく、また園地の所有者による整備行

動のみならず、路地やマンションのベランダで鉢

植えを楽しむ活動等も含めてガーデニングとして

位置づける。ただし、ここでは市民農園や園芸療

法としての活動は含まないものとする。

またオープンガーデンに関して、その発祥の地

であるイギリスでは、チャリティーを目的とし、

特定の団体による統一的審査を経て実施されてい

るヘ近年日本で実施されているオープンガーデ

ンはその限りではない。ただ日本のオ}プンガー

デンは、地域によって運営の手法は異なるものの、

「自宅の庭を無料で公開する」という一点で共通

している O ここでは、組織的に自宅の庭を無料で

公開する活動を指してオープンガ}デンとして位

置づける。

2. 日本におけるガーデニングとオープン

ガーデン

(1)先行研究の状況

1990 (平成 2)年に大阪で開催された「国際花

と緑の博覧会J(大阪花博)以降、日常生活の中

に緑や花を持ち込むことに関心が高まってきたと

言われている o 1997 (平成 9)年には、「ガーデニ

ング」という言葉は流行語 10選の中に選ばれる

が、高橋・下村によれば、雑誌や出版の動向から

見ると、 90年代中頃からガーデニングが一種の

ブームとなったことがわかる、と言う l九また長

谷川によれば、新聞の記事(見出し・本文)や雑

誌記事名や書籍名における「ガーデニング」とい

う語の登場件数からみると、 1997(平成 9)年以

降に急激な増加が見られると言う ω。

日本におけるオープンガーデンに関する研究

は、先駆的事例としての個人庭園の開放への着目

から始まり、「私的な空間である庭園の公共性」

という分析軸が共有されるかたちで、主に造園学

や都市計画の分野で展開されてきた。

たとえば、北海道恵庭市恵み野地区を事例とし

た研究においては、 í1~手並み景観への寄与」ゃ「コ

ミュニティ形成の媒体としての働き」が注目され

ている問。また相田と進士は、庭を通じた住民(庭

園主)と来訪者との交流によって、個人庭園の公

共的展開可能性を指摘している 1九つまり、その

関心はあくまで庭の位置づけに向いていたと言う
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ことができるだろう。

行政の役割に注目している点で、野中による長

野県小布施町のオープンガーデン研究もこの系譜

に位置づけることができるヘまた、たとえ直接

的には地域経済への波及効果といったテーマで

あっても、オープンガーデンの担い手としての市

民団体や行政の役割が問題意識の中心にある研究

は、この流れの中に整理できるだろう則。また、

オープンガーデン実施者の意識構造の研究に関し

でも「まちづくりの意識の重要性」が重要な柱と

して挙げられているし lペ「行政や学校等の支援

組織」による影響が主題として取り上げられてい

る 17)。

ただし、これらの先行研究では、イベントとの

関連や来訪者の動線や庭園の空間的把握に関する

研究も含め 18)、たとえば、オープンガーデン実施

エリア内における複数の訪問庭の移動実態をとら

えるような記述的研究が中心であり、経年的変化

を追うパネル調査は限られている問。

(2)現代日本におけるガーデニングの位置づけ

ここで、レジャー白書のデータをもとに、実際

に日本におけるレジャー活動としてのガーデニン

グの状況を確認してみたい。

2012 (平成 24)年におけるレジャー活動の参加

入口ベスト 10は、 1位=国内旅行、 2位=ドライ

ブ、 3位=外食、 4位=映画、 5位=音楽鑑賞、 6

位=カラオケ、 7位=動物園、 8位=宝くじ、 9

位=ビデオ鑑賞、 10位=園芸となっているが、

これらのレジャー活動の過去 20年間の参加人口

の平均順位を計算すると、囲内旅行=2.1位、ド

ライブ=2.6位、外食=1.4位、映画=10.4位、

音楽鑑賞=7.3位、カラオケ=4.8位、動物園=7.7 

位、宝くじ=8.1位、ビデオ鑑賞=5.8位、園芸

= 11.0位となっている O

ここで、ガーデニングと比較しやすいものを取

り上げて作成したものが図 1である。

こうしてみると、上位のレジャー活動に大きな

変動はなく、囲内旅行・ドライブ・外食の 3つが

占めいていることがわかる O

それ以外のレジャー活動の状況を見てみると、

たとえば映画では、ヒット作品や環境の変化の影

響が見られる四)。また宝くじにおいても同様に、

参加人口が変動しているときには環境の変化が関

わっている 2九

これらのレジャー活動と比べると、ガーデニン

グ(園芸・庭いじり)に関しては、特に産業の側

からアクションを起こした環境変化は見られな

い。これまでのレジャー白書においてもあまり注

目されておらず、ガーデニングに関する記述があ

るのは 1997(平成 9)年と 1998(平成 10)年のレ

ジャー白書の 2件のみである幻)。

ぜた y設改ぜた秋永」手と秋波改 Y会改ぜk 改ぜk ぜ<:~\$<改ぜk 孜
、民ちらへも吋円勺、。ν 句、ちらへ~' ，，'!i

T

' ".'::r .... ....;.;' ..... 'V cFb4F434340434PCチ343φ ，<;:，<;:，可Pやや 手 や c子3今今今
~、~、、'C' 'C' <þ~ <þ~ <tv <tv <tv <þ~ <tv <tv <tv <tv <þ~ <tv '1i 

。←→~---------

12 

14 

18 

順位

ー喧匝・園内旅行

四滋糊ドライブ

醐噛四夕食

ー・担ー映画

-・仰・宝くじ

幽叫瀬棚園芸

図1 過去 20年における主なレジャー活動参加人口の順位
出典:レジャー白書.95~ レジャー白書 2013 のデータから作図
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ここから言えることは、ガーデニングに関わる

「ブーム」は、マスメディアや作品、制度の導入

による産業側のしかけで一時的に盛り上がったも

のではない、ということである O

また、 2012(平成 24)年における参加入口ベス

ト10のレジャー活動について、性別・年代別の

構成比をレジャー白書のデータから拾ってみた

(図 2・図 3)0 これを見ると、「園芸・庭いじり」

は男女とも 60歳代以上が過半数を占めているこ

とがわかる O

そこで次には、「園芸・庭いじり」と比較する

ために、同じくレジャー白書から、参加入口の多

寡を問わず、 60歳代以上が過半数を占めるレ

ジャー活動を拾い上げ、男女別にその構成比を整

理した(図 4・図 5)0 これによれば、「パークゴ

ルフ」ゃ「クルージング」、「ピクニック」といっ

たレジャー活動は、 70代では明らかに男性の参

加率の方が高く、逆に「登山」では 70代で女性

園芸議題量 出掛出血 際緊;綴者援護総
総量ゑ銃器問様主義初場怒鳴務得得総務総線与殺事f

;........ 

ビデオ鑑賞
宝くじ...~~，

動物園

カラオケ

音楽鑑賞踊酔脱税措

映画観島総お波湖

外食灘醤誕猛勉

ドライブ総幽
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出典.レジャー白書 2013のデータから作図
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図5 60歳代以上が過半数を占めるレジャー活動(女性)
出典:レジャー白書 2013のデータから作図

の参加率の方が高くなっている O これらのレ

ジャー活動に比べると、「園芸・庭いじり」では、

60代・ 70代で男女差は目立たない。

そこでさらに、これらのレジャー活動の特性に

ついて検討する上で、年間平均活動回数(回)・ 1

回あたり費用(円)・年間平均費用(千円)・参加

入口(百万人)の 4点から整理したのが図 6であ

る(年間平均活動回数が2回で、 1回あたりの費

用が 39，750円と桁の異なるクルージングは外し

た)。

こうして見てみると、年間平均活動回数が 10

回未満で 1回あたりの費用が 5，000円以上にも及

ぶ登山は、年間活動回数が少なく 1回あたりの費

用が桁違いに高いという点で、ほかとは全く趣の

異なるレジャー活動であることがわかる。またピ

クニックに関しては、 1回あたりの費用は登山ほ

ど高くないが、年間平均活動回数が少ないという

点で、ほかのレジャー活動とは異なる傾向にある

ことがわかる。また、園芸とウォーキングは傾向

が似ているが、年間平均活動回数と参加人口の点

で検討する優先度の高いレジャー活動であること

がわかる。ただし、オープンガーデンという活動
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図6 市場動向から見た高齢者の参加するレジャー活動
出典:レジャー白書2013のデータから作図

を視野に入れたとき、社会との結節点という点で、

ガーデニングと比べてウォーキングは乏しいと言

わざるを得ない。

ショートパージョンについて、先行研究において

信頼性と妥当性が確認されていることからベさ

らに 8項目にトリミングした短縮版を用いるもの

とする(表1)0そこで、本研究では、特にオープンガーデンの

担い手に着目する形で、事例研究を進める。なお

対象地としては、筆者がこれまで研究フィールド

としてかかわってきて、地域特性や住民意識につ

いて知見の蓄積が進んでいる千葉県流山市を取り

上げるものとする。

3. 事例研究:千葉県流山市のオープンガー

デンに見られる趣味縁

(I)千葉県流山市の特性

流山市は、千葉県の東葛エリアに位置し、東は

柏市、南は松戸市、西は江戸川、北は野田市と接

している。 2005(平成 17)年8月につくばエクス

プレスが開業すると、都心まで 30分とかからな

また、趣味縁の観点から個人の状況をとらえる

方法として、余暇診断ツールのうち、 Iso-Ahola

とWeissingerの開発した 16項目の余暇退屈度

表1 余暇退屈度ショートバージョン (8項目)

項目番号 簡略表現 項目内容

LBS 1 面倒 私にとって、自由時間は面倒で厄介なものである

LBS 3 退屈 自由時間があると、退屈してしまう

LBS 5 無駄 自由時間のときには、何をしても無駄なような気がする

LBS 6 それなり
自由時間の際、いつもやりたいことをやっているわけではないが、かといって、

ほかにどうしたらいいかわからない

LBS 10 ぼんやり 自由時間に何かしたいのだが、何をしたらいいのかわからない

LBS 11 寝る 自由時間の大部分を寝ることで過ごしてしまう

LBS 14 不愉快 余暇活動をそれほど楽しいとは思わない

LBS 15 技術不足 私は、余暇活動を楽しむ術(すべ)をあまり身につけていない
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いことから、都心へ通勤するいわゆる「新住民」

が急激に増加し、そうした新住民の存在を背景と

して、「流山グリーンチェーン戦略」という施策

を打ち出してきた。これは、各庭に接道緑化と風

の通り道の確保を担ってもらうことで、市街地全

体のヒートアイランド対策を実現しようとするも

のである。またこれは、庭の手入れを通じた地域

コミュニティ促進のねらいもあった。

趣味縁という観点から考察する上で、先行研究

における余暇診断調査の結果に注目すると、流山

市民全体をサンプルとした余暇退屈度調査か

ら判、流山市民は余暇を「退屈ものとしてはとら

えていなしリが、休日の活動が消費活動中心に展

開されているので、「楽しむ術」や「情報」を提

供するだけで、レジャー活動の状況が大きく改善

する余地がある、と言う O

この調査で注目されるのは、「余暇活動を楽し

自由時間は面倒

自由時聞は退屈

何をしても無駄

思い通りではない

{可をしたらいいかわからない

大部分を寝て過ごす

0% 20% 40% 

む術をあまり身につけていなしリ (LBS15) とい

う回答が 1位 (13.5%)だ、ったことである(図 7)。

また、 5件法による得点化では(全くそう思わな

い=1点、あまりそうは思わない =2点、どちら

とも言えない=3点、ややそのとおりである =4

点、全くそのとおりである=5点)、この項目の

平均点が 2.l5点と、 8項目の中で最も高くなって

いる(表2)回。つまり流山市全体では、動機づ

けよりも技術への欲求が高いことがわかる(回答

数の 2位は「自由時間の際、いつもやりたいこと

をやっているわけではないが、かといって、他に

どうしたらいいかわからないJ(LBS 6) = 9.7%、

3位は「自由時間に何かしたいのだが、何をした

らいいのかわからないJ(LBS 10) = 8.6%Jとなっ

ている)。

この調査においては、レジャーに関して否定的

な記述がされている 8項目全部に、「全くそのと

60% 

京拘繍鴻仙

司

b蜘鯵f…… 凶

W 練習でT網開糊附叩加問「診偽糊

-あまりそうは思わない

も i 雛どちらとも言えない

震だいたいその通り

80% 100% 

図7 流山市における余暇退屈度の回答分布
出典:平成 20年度江戸川大学学内共同研究報告書

『学際的アプローチによる地域研究.1p.45に加筆修正

表 2 余暇退屈度の基本統計量(流山市全体)

LBS 1 LBS 3 LBS 6 LBS 10 LBS 11 LBS 14 
ーー..........ー ーーーー・ ................ .. '・ー ーー ・ー・・....

面倒 退屈 それなり ぼんやり 寝る 不愉d快

平均値 1.62 1.71 2.03 1.85 1.86 1.71 

最頻値 1 I 2 I 1 2 

標準偏差 757 .855 .990 .972 .994 .783 1.035 

最小値 l 1 1 1 I 1 l 

最大値 5 5 5 5 5 5 5 

N=452 
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おりである」と回答する(レジャーに対する否定

的な態度を意味する)と、 トータルスコアは 40

点となる (8項目 X5点満点)。また、 8項目全て

に「全くそう思わない」と回答する(レジャーに

対する肯定的な態度を意味する)と 8点になる計

算である (8項目 X1点)。実際に 8項目を集計

した平均点は 14.44であったが、このことから、

流山市民はレジャーに対して比較的肯定的な態度

を示していると判断できる。

さらに因子分析の結果を見ると、スケール全体

の信頼性係数はクロンパックのアルファで 0.86

となっており、独立した尺度としての一貫性を保

持しているものと考えられるが、共通性に着目し

てみると、「自由時間の大部分を寝ることで過ご

してしまうJ(LBS 11) と「余暇活動をそれほど

楽しいとは思わないJ(LBS 14) という項目にお

ける値が低くなっている(表3: LBS 11 = 0.195、

LBS_14 = 0.371) 0 そして「自由時間のときには、

何をしても無駄なような気がするJ(LBS 5) の

み最大値が「ややそのとおりである =4点」とほ

かの項目より低くなっていること、それから平均

点が1.51と最も低くなっていることと合わせる

と(表2)、レジャー活動への動機づけが比較的

高いことを伺わせる。

また、抽出された 2因子では 75.04%の説明力

があるが、因子の内容に関しては、回転後の行列

と因子成分のプロットから考えてみたい(表4・

図羽田)。

これによれば、余暇退屈度の 8つの項目は 2つ

の因子から位置づけることができる。それぞれの

因子に対する因子負荷量から、第 1因子は、「私

にとって、自由時間は面倒で厄介なものである」

(LBS 1)・「自由時間のときには、何をしても無

駄なような気がするJ(LBS 5)・「自由時聞があ

ると、退屈してしまう J(LBS 3) という 3つの

項目に代表されるグループで、「自由時間に対す

る否定的な認識」と名付けることができる O また

第2因子は、「自由時間に何かしたいのだが、何

をしたらいいのかわからないJ(LBS 10)・「自由

時間の際、いつもやりたいことをやっているわけ

ではないが、かといって、ほかにどうしたらいい

かわからないJ(LBS 6) という 2つの項目に代

表されるグループで、「自由時間におけるアノミー

(無気力)状態」と名付けることができる。

因子負荷量のみに着目すると、「余暇活動をそ

れほど楽しいとは思わないJ(LBS 14) という項

目は第 l因子に位置づけることができる。また、

「自由時間の大部分を寝ることで過ごしてしまう」

(LBS 11) と「私は、余暇活動を楽しむ術(すべ)

をあまり身につけていないJ(LBS 15) という 2

つの項目は第 2因子に位置づけることができる。

ただ実際にプロットしてみると、「自由時間の

大部分を寝ることで過ごしてしまうJ(LBS 11) 

という項目は、どちらの因子得点も高くないこと

表3 余暇退屈度項目に見られる共通性(流山市全体)

初期の 因子抽出後の
因子負荷量の 因子負荷量の

2乗和 2乗和

LBS 1 面倒 483 .626 

LBS 3 退屈 .541 637 

LBS 5 無駄 .464 563 

LBS 6 それなり .644 720 

662 824 

.177 

392 

.484 

因子抽出法・最尤法
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流山市全体における余暇退屈度の因子特性表 4

第 2因子第 1因子寄与の程度

自由時間における

アノミー(無気力)状態

0.55 

75.04 

自由時間に対する

否定的な認識

38.30 
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けられることは、「どうしたらいいのかわからな

い」という動機づけが十分ではないという項目群

と「余暇活動を楽しむ技術が足りない」という 2

つの位相が未分化の状態にあると言える O 逆に言

えば、技術を身につければアノミー(無気力)状

態から脱することができる可能性を示している O

図8

から、 2つのグループとは独立したものとして意

識しておくべきことがわかる(図 8)。
また、第 2因子「自由時間におけるアノミー(無

気力)状態」に位置づけられるグループの中に、

「私は、余暇活動を楽しむ術(すべ)をあまり身

につけていないJ(LBS 15) という項目が位置づ
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また流山市の一般サンプルにおいては、「休息が

十分に取れている場合には、動機づけが得られず

また技術を持たないと、自由時間に対して否定的

な態度を持つにいたる」と階層化されていること

があらわれている O

(2) ながれやまオープンガーデンの状況

千葉県流山市のオープンガーデンは、 2005(平

成 17)年 11月に千葉県内で初の組織的なオープ

ンガーデンとして聞かれて現在に至るが、その運

営母体はガーデニングクラブである。そこで、こ

こではまず、このガーデニングクラブの沿輩につ

いて概観しておきたい。

流山市のオープンガーデンを運営している「な

がれやまガーデニングクラブ『花恋人(カレン

ト)jJは、 2005(平成 17)年5月に設立された。

これは 2004(平成 16)年 11月に流山市で開催さ

れたガーデニングコンテスト表彰式後の交流会に

おいて、オープンガーデン開催や同好会等の設立

に向けた意見交換がなされたことを直接のきっか

けとしている O このガーデニングコンテストとい

うのは、現流山市長の井崎義治氏が 2003(平成

15)年4月に流山市長として初当選した同年 11

月に、都市緑化推進運動の一環として始められた

ものである O 第2回が2004(平成 16)年6月に行

30 

25 ~ 

20 

15 

10 

5 

o. ~寸

われた後、第 3回からはほぼ現在と同じ部門構成

でベ 2005(平成 17)年からは年 1回の募集と

なっている。こうした経緯もあり、当初、ガーデ

ニングクラブの事務局は流山市の都市整備部公園

緑地課に置かれていた盟)。

2005 (平成 17)年 11月1日付の『広報ながれ

やまj(No.1， 101)の紹介記事によれば、「会員同

士が情報交換をしながら、お互いに刺激を受け、

個人の庭をより美しくすることで、地域の美観に

貢献したい」として、「花樹あるライフながれや

ま」というコンセプトを掲げている。これは、当

時の「花恋人(カレント)Jの会員募集のフライヤー

によれば、「形式ばらなくてもいい、ふだん着の

生活」で「花と樹のある生活」のことを指すとい

う。いきなり本格的に始めなくても「植木鉢ひと

つからでもガーデニングは始められる O そして、

その一歩があなたの『ふだんJを大きく変えてく

れる」というのである。そして、設立時には 18

名だ、った会員も 1年後には 70名あまりに増えた。

そこで、ながれやまガーデニングクラブ設立以

来のオープンガーデン参加庭数について、レ

ジャー白書の「園芸・庭いじり」の全国参加入口

と合わせて示したのが図 9である。

これを見ると、流山市におけるオープンガーデ

ンの参加庭数と全国的な園芸参加入口とは、必ず

描蝿蝿全国参加人口(百万人)

・略目流山参加庭数(箇所)

~ -~手〈移宇食欲~ ^~ ^~ dve c会 cヂ~O;' ~，r:::.ぐやや
勺勺勺~勺勺~

'ii' 'ii' "ν 'ii' 'ii' 'ii' 'ii' 'ii' '"Ii 

図9 ながれやまオープンガーデン参加庭数と「園芸・庭いじり」参加人口(全国)
出典:流山参加庭数は調査結果、全国参加人口はレジャー白書より
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しも連動していないことがわかる O つまり、そこ

には流山独自の事情があると考えられる。そこ

で、流山市でオープンガーデンを運営している

ガーデニングクラブ自体の状況を見てみると、こ

の間の大きな変化はクラブ執行部の変化であるO

設立から 3年間は初代会長、ついで 2年間が2代

日会長、そして 2010(平成 22)年から現在に至る

まで 3代目の会長となっている。

初代会長の方針は前述のとおり、地域貢献とラ

イフスタイル変革のきっかけづくりとしてのガー

デニングである。当時のフライヤーからキャッチ

コピーを拾えば、「地域デビュー」ということに

なる O

2010 (平成 22)年からの大きな変化はもうひと

つあり、執行部を中心としたガーデニングクラブ

4名が独自の「ガーデニング・ユニット」として

活動を始めたことであるO 具体的には、これま

で、 2009(平成 21)年の雑誌取材をきっかけとし

て割、クラブ会員のお手伝い、近隣ショッピング・

センターの装飾やワークショップといった活動を

行ってきている O 執行部によるこうした活動は、

当然、ガーデニングクラブの活動にも影響を及ぼ

した。最も大きなところでは、地域貢献という

「地縁」から「趣味縁Jへの変成を促したと考え

られる O このユニットのメンバーはインターネッ

トによる情報発信も行っているが、 3，000ビュー

程度だったアクセス数が、雑誌掲載直後から

10，000ビューを超えるようになった、と言う。ま

た、このユニットは、 2011(平成 23)年から 4人

のユニットメンバーだけによるオープンガーデン

も実施している。

ただ、 2009(平成 21)年以降、ガーデニングク

ラブの活動自体に大きな変化は無く、 10月から

の新年度で総会が聞かれ、月に一度の役員会のほ

か3ヶ月に 1回の定例会等、イベントスケジュー

ルに大きな変化は無いと言う則。

実際に筆者による 2009(平成 21)年の調査では、

質問紙調査の自由記述のテキストマイニングが実

施されている 3九関連したキーワードのうち、最

も多く使われている「庭」という語に関連するキー

ワード上位 50を用いて、それぞれの語の関連性

について、同時に出現する頻度をマッピングした

結果、庭に対する感情的な評価 (1感激J1嬉しい」

「うつくしいJ1楽しいJ1幸せJ)で構成されてい

る。さらに、「参考になる」と考えている割合が

高くなっているが、このことから、オープンガー

デンの来訪者にとっては、庭そのものを見ること

も大事だが、庭の「っくり手」と情報交換をする

欲求が高い、ということがわかっている。

また 2010(平成 22)年の質問紙調査の結果から

は、主催者と訪問者の双方が趣味を通じたネット

ワークづくりとしてオープンガーデンに参加して

いることが明らかになっている O すなわち、必ず

しも庭園の質や分布のみが訪問を決定づける訳で

はなく、訪問者と主催者の晴好が一致したときに

訪問する庭園が選択されているのである 32)。さら

に先行研究では、統計的に有意である親和性の高

い庭園のつながりの存在が指摘されている刻。こ

れらのことから、ガーデニングという行為・活動

は、趣味に関わる情報を媒介としてコミュニティ

の形成とも大きく関わっていることを示唆するも

のと思われる。

本研究ではさらに、オープンガーデンの担い手

である庭のオーナーの特性について、同じく余暇

退屈度からの分析を試みた制。これは、先の市民

一般のサンプルと趣味縁の担い手の状況とを比較

するためであるO

基本統計量で見ると、流山市の一般サンプルと

比べると、全項目で平均点が低く(余暇退屈度が

低い=満足度が高いことを意味する)、とりわけ

「自由時間に何かしたいのだが、何をしたらいい

のかわからないJ(LBS 10)という項目では、最

大値が2(=あまりそうは思わない)であるとと

もに、平均点が1.26、また標準偏差が 0.449とパ

ラつきが少なくなっている(表5)。これは趣味と

してやりたいことがハッキリしていることを意味

している O また、「私にとって、自由時間は面倒

で厄介なものであるJ(LBS 1) という項目の平

均点が最も低くなっているのも、そこに起因する

と思われる O それからスケール全体の信頼性係数

はクロンパックのアルファで 0.88であり、共通

性の点からも、独立した尺度としてある程度の一

貫性を保持しているものと考えられる。ただし上

記と同じ理由で、 2つの項目 (LBS1とLBS10) 

のポイントが低くなっている(表 6)。

それから因子分析によれば、抽出された 2つの
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表5 余暇退屈度の基本統計量(流山オープンガーデン実施オーナー)

LBS 3 LBS 5 LBS 6 LBS 11 LBS 14 LBS 15 
.........ー・..ーー......................・........ ー・ー ・・・ー ー・・・ー....，. -ー..・...・・・・.. 
退屈 無駄 それなり 寝る 不愉快 技術不足

平均値 1.35 1.39 1.43 1.43 1.48 1.52 

最頻イ直 1 I l I I I 1 

標準偏差 .518 .573 .656 .728 449 .896 .730 

最小値 1 1 1 1 1 1 1 

最大値 3 3 3 3 5 5 3 

N=23 

表6 余暇退屈度項目に見られる共通性(流山オープンガーデン実施オーナー)

初期の

因子負荷量の

2乗和

因子抽出法.一般化された最小2乗法

因子で 55.21%の説明力があるが、第 1因子は、

「自由時間の大部分を寝ることで過ごしてしまう」

(LBS 11)・「余暇活動をそれほど楽しいとは思わ

ないJ(LBS 14)・「自由時聞があると、退屈して

しまうJ(LBS 3)という 3つの項目によるグルー

プで、「自由時間における満足感の低さ」と名付

けることができる O また第 2因子は、「自由時間

のときには、何をしても無駄なような気がする」

(LBS 5)・「自由時間の際、いつもやりたいこと

をやっているわけではないが、かといって、ほか

にどうしたらいいかわからないJ(LBS 6) とい

う2つの項目に代表されるグループで、「自由時

間における自己肯定感の低さ」と名付けることが

できる(表7)0 

さらに回転後の行列をプロットすると、流山市

.662 

.924 

.955 

.956 

614 

.891 

.875 

.728 

の一般サンプルとの違いがわかる(図 10)0 

すなわち、流山市の一般サンプルでは第 1因子

を構成していた項目 (LBS5)が、同じく第2因

子を構成していた項目 (LBS6、LBS_lO)と同

じグループを構成している O また逆に、一般サン

プルでは第 2因子を構成していた項目 (LBS15) 

が、同じく第 1因子を構成していた項目 (LBS3、

LBS 14) と同じグループを構成している O 加え

てこのグループには、流山市の一般サンプルでは

独立していると考えられた項目 (LBS11) も位

置づけられる O

このことは、一般サンプルとの違いを如実に表

している。この違いは、基礎統計量の状況から見

ると、ガーデニングという趣味を持つ母集団にお

いては、逆転項目としてとらえるとわかりやすい。



土屋ほか:オープンガーデンに見られる趣味縁の可能性に関する考察 15 

寄与の程度

表 7 流山オープンガーデン実施オーナーに見られる余暇退屈度の因子特性

項目

)
-
%
 

%
一
(

(
一
率

値
一
与

有
一
寄

固
一
積累

ヲ
匂け

さ

子
一
お
低

因
一
に
の

1

一
間
感

第
一
時
足

.
由
満

自

第2因子

自由時間における

徒労感

0.40 

46.92 55.21 

因子抽出法:一般化された最小2乗法
回転法.プロマックス法

第
2 議

因
子 、JX----JJ・-自
由
時

e."- ~ 
間

• • .....・お
け

言感労 。立

。‘

第1因子.自由時間における満足感の低さ

図8 余暇退屈度の成分プロット(流山市全体)

すなわち、やりたいことがはっきりしているから

(¥どうしたらいいかわからない」の逆)、無駄に

感じられることは少ないし(¥何をしても無駄な

ような気がする」の逆)、技術が身についている

からこそ(¥技術の欠如」の逆)、「退屈」しない

し「何もせずに寝て過ごしてしまう」ようなこと

はあり得ないのである O

ここからすると、一般市民が趣味縁を構築する

までの聞には、動機づけの段階を経て、その人の

活動レベルによってそれぞれ異なる情報が求めら

れていることがわかる。「どうしたらいいかわか

らない」アノミー(無気力)状態のグループには



16 レジャー・レクリエーション研究75，2015 

動機づけに関わる情報が、そうでないグループに

は、その人が趣味を楽しむために必要な技術情報

が求められているのである。

4. おわりに:指標からロードマップづくり

戸、

本研究では、豊かさを実現する指標をつくる上

で求められる項目について洗い出すことを目的と

して、ガーデニングという個人のレジャー活動を、

来訪者という要素から社会につなぐオープンガー

デンに注目し、千葉県流山市をフィールドに選ん

で検討してきた。またその際、趣味縁という観点

から考察を進める上で、先行研究における余暇診

断調査の結果に注目し、余暇退屈度による対象の

分析を試みた。

その結果、余暇退屈度ショートパージョン 16

項目をトリミングした短縮版8項目で、一般市民

と趣味縁参加者との聞に、意味のある違いのある

ことがわかった。すなわち、一般市民のサンプル

では、動機づけと余暇活動を楽しむための技術情

報不足という 2つの位相が未分化状態にあるのに

対して、趣味縁においては、両者がはっきりと分

かれている。このことは、趣味のレジャー活動を

通して、自分に必要な技術情報を意識するように

なった結果だと考えられる。

したがって、この余暇退屈度短縮版8項目を用

いると、レジャー活動にかかわる情報提供に関し

て、初期の動機づけに関わる情報から中級以上に

必要な詳細な技術情報まで、参加者の段階に応じ

て、そのレジャー活動との関わりが深まっていく

ようなロードマップを作成することのできること

がわかった。

ただし、流山市の事例からは、オープンガーデン

が実施されるにいたった経緯から、趣味縁として

の活動と地域貢献という地縁に根ざした活動とが

オーバーラップしており、両者のバランスにも意

味のあることがわかってきた。オ}プンガーデン

に着目するならば、今後さらなる事例研究を進め

ることが望まれる O
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付記

なお本研究は、 2008(平成 20)年度江戸川大学

学内研究「学際的アプローチによる地域研究

一流山コミュニテイモデルの構築と大学の役

割 J (研究代表者:林香織、研究分担者:土屋薫、

木村文香)、および、 2013(平成 25)年度科学研

究費基盤研究 (c)課題番号 25501015、「オープン

ガーデンマップの設計による観光情報の類別J(研

究代表者:土屋薫、研究分担者:林香織、下嶋聖)

の一環として行われた調査の成果を利用したもの

である O

註

1) 2012 (平成 24)年の調査では、「物の豊かさ」

と答えた割合 30.3%の倍を超える 61.8%が

「心の豊かさ」と答えるに至っている。

2)土屋薫、 2012、「ポスト消費杜会における幸

福のありかJH気づき]の現代社会学J、梓

出版社、 65-90

3)国民総生産 (GNP)は、一定期間内に国民に

よって生産された財やサービスの付加価値の

合計額を意味し、国内総生産 (GDP)は、囲

内で生産された財やサービスの付加価値の合

計額を意味するが、 1993(平成 5)年以来、

GDPが主要指標とされている。

4) 1999 (平成 11)年からは発表が中止された。

また 2011(平成 23)年には法政大学の坂本光

司教授が、 40の社会経済指標を評価・分析・

総合化して、 47都道府県の幸福度のランキ

ングを発表したが、これは都道府県の政策上

の課題を示すものであり、そうした環境整備

の結果が個人にどのように反映されるかにつ

いては示されていない。

5) イデオロギーの押しつけになり全体主義と結

びついてしまう O

6) 4つの柱をもとに 9つの要素から数値化を

図っている o http://bhutan-consulate.org!bhutan/ 

nationalhappiness.html 
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7)サンプリングの観点からは、国民全体の推計

をどう行うか、という意味で議論の余地はあ

るが、実際には 7，142人(およそ国民 100人

に1人)対して行われた。 https://www.nhk.

or.j p/kaisetsu -blo g/800!l54628. h tml、http://

courrier.jp/blog/?p= 12123 

8)外務省の資料によれば、約 73.3万人となって

いる (http://www.mofa.go.jp/mofaj/are釦匂hutanl

data加 nl)0 

9) イギリスのオープンガーデンは、 1927(昭和

2) 年に設立されたナショナル・ガーデン・

スキーム (NationalGardens Schem巳:以下

NGS) という慈善団体が、入場料や茶菓など

の収益金を、看護・医療や庭園保護などの団

体に寄付する活動から始まった。公開される

庭に関する情報をまとめた本が、 iGardensof 

England and Wales Open For Charity J (通称イ
エローブック)で、これに掲載されるには

NGSによる厳しい審査がある。

10)高橋ちぐさ・下村孝 2002

11)長谷川教左 2006

12)川根あづさ・愛甲哲也・浅川昭一郎 2000

13)相田明・進士五十八2001

14)野中勝利 2002

15)平田富士男・橘俊光・望月昭 2003

16) 三分一淳・湯沢明・熊野稔 2007

17)朴恵思・野中勝利 2009

18)野中勝利 2006

19)岩瀬英恵・上甫木昭春 2007

20)具体的には、世界的な大作の公開やシネマコ

ンプレックスの増加、 3D映画の公開開始、

アート系映画や往年の名作の上映、 1000本

近い邦画の公開といった契機があった。

21)具体的には、ミニロト・ロト 6・スポーツ振

興宝くじ toto.インスタント宝くじ・ toto

BIG ・BIGlOOOといった新しい商品が年を

追って導入されてきた。

22) 1997 (平成 9)年の記述では「園芸用品の売

上げが平成元年以降一貫して伸びており、

『ガーデニングJがひとつのブ}ムになって

いるO 大型園芸専門庖の出庖は相次ぎ、既存

庖でも園芸用品の品揃えを強化している」と

なっている o 1998 (平成 10)年の記述では

「ガーデニング・ブームで、園芸用品市場が

急拡大している O ホームセンターやデパート

で用品・用具がよく売れているようだ。国内

や海外のガーデニングを視察するパッケージ

ツアーも人気を集めている O ガーデニングが

できるマンションや住宅まで登場している」

となっている O

23)櫨谷泰秀・土屋薫 2001

24)林香織・土屋薫・木村文香 2009

25)流山市全体に関しては、筆者の参加した調査

研究であるため、あらためてデータを集計し

て掲載した。この調査は、 2008(平成 20)年

度江戸川大学学内共同研究として、流山市に

居住する満 20歳以上の男女を対象母集団と

し、流山市選挙人名簿に基づく人口比例確率

抽出法の原理による層化二段階無作為抽出で

2008 (平成 20)年4月に実施されたものであ

るO

26) ここでは、層化二段階無作為抽出法によるサ

ンプリングで有効回答数が242というサンプ

ル数のため、因子抽出法として最尤法を用い

た。また、 2つの因子が完全に独立したもの

であるという前提に立たないため、斜交解

(プロマックス回転)による分析を行った。

なお、分析にはPASWStatistics 18.0を用いた。

27)部門は以下の 3つから構成されている(①

ガーデン部門=個人対象で 3m2以上の庭が対

象、②ポケットガーデン=個人対象で 3m2以

下の庭が対象、③緑の街並み部門=道路から

見た個人の庭や生け垣と自治会・学校等の緑

化が対象)。

28) 2013 (平成 25)年から、事務局はガーデニン

グクラブ内に置かれている。

29) r趣味の園芸別冊j(2009)、『ガーデンガーデ

ン秋j(2009)、『趣味の園芸j3月号・ 6月号

(2010)に記事が掲載されている。

30) 2014 (平成 26)年2月18日にながれやまガー

デニングクラブ現会長の K さんに行ったイ

ンタビューによれば、 1月には新年会、 4月

にはオープンガーデン打ち合わせとマップ配

布、 7月にはオープンガーデンの反省会が行

われるという。

31)土屋薫・新井正彦 (2010)r緑化と地域コミュ



18 レジャー・レクリエーション研究75，2015 

ニティ構築の担い手に関する研究先進地事

例調査による比較研究 J、土屋薫、江戸川

大学内学内共同研究成果報告書

32)土屋薫 2010、2011

33)林香織2012

34)この調査は、 2013(平成 25)年度科学研究費

基盤研究 (C)課題番号25501015、「オープン

ガーデンマップの設計による観光情報の類

別」、研究代表者:土屋薫、研究分担者:林

香織、下嶋聖)の一環で行われた。調査対象

は、 2014年に流山市でオープンガーデンを

統一公開日 (5 月 18 日 ~20 日)に実施した

27庭(集合住宅は除く)で、調査実施期間は

2014年9月、留置調査法で回収のみ郵送で

行った。有効回答数は 23であった。また分

析には PASWStatistics 18.0を用いた。
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特別講演於:立教大学>

2020年東京オリンピック、パラリンピックに見るスポーツの可能性

為末大 I

The possibilities of sport seen from the 2020 

Tokyo Olympic and Paralympic Games 

Dai Tamesue 1 

「オリンピック・パラリンピックが地域社会に

もたらすもの」というテーマで開催された、日本

レジャー・レクリエーション大会の特別講演は為

末大氏の 12020年東京オリンピック、パラリン

ピックに見るスポーツの可能性」であった。演者

は元陸上競技400mHの選手として、 2001年世界

陸上エドモントン大会・ 2005年世界陸上ヘルシ

ンキ大会において銅メダルを獲得。またオリン

ピックには 2000年シドニー・ 2004年アテネ・

2008年北京と 3大会連続で出場した。ハードル

種目としては身長が高い方ではなかったが、果敢

に攻めるレースを展開して、世界の陸上ファンか

らは侍ハードラーと言われていた。現在はスポー

ツコメンテーター、スポーツ指導者として子ども

達に陸上競技を通じて夢を与え、若者に対して積

極的に様々なメッセージを発信する活動を展開し

ている O

講演の冒頭で本学会の麻生恵副会長をいつもお

父さんと呼んでいると言って会場の笑いを誘った

が、近縁である麻生副会長のご尽力とご好意があ

り、今回の特別講演となった。

はじめに、陸上競技について全く知識がない会

場の人たちのために、陸上競技選手の練習や現役

時代のエピソードについてのお話があった。陸上

競技は 4月から 8月ぐらいがメインシーズンで、

コンデイショニングなどを考えると、その期間に

1 株式会社侍 SAMURAIco.， ltd. 

出場できる試合数は限られている。小さな試合も

含めると 7~ 20試合になる。年間で重要な試合

はその中で 2、3試合であり、その試合に照準を

あわせてコンデイショニングを行う。毎日の練習

は自分の身体を実験台にした、様々な方法での実

験の繰り返しである。例えば、ゴールの直前でト

ルソー(胴体)を速く運ぶにはどうすれば良いの

か、または走るときに腕は前に振る意識がよいの

か、後ろに振る意識が良いのかなどについて、自

身の感覚やタイムから分析を積み重ねることがト

レーニングであった。仮説を立てて、実際に身体

を動かしながら様々なことを追求し立証してい

くO このことは陸上競技の主要な魅力でもあり、

研究活動と共通する。為末氏はブロの陸上競技者

として、毎日のこのような活動が自分の性に合っ

ていたと，思っていた。現役引退後、以前より興味

があった心理学を研究員として学んだが、この分

野の学問と陸上競技を極めることとの類似点が多

いことに気がつき、おもしろいと感じた。

また、陸上競技 (400mH)の最大の魅力は、練

習や試合で走る 1回毎の走りに、同じ一本がない

ことである。一本一本に意図があり、検証性があ

る。そのため、何度も反復を繰り返し、検証しな

がら練習する。そこには、子ども達が遊ぶという

行為と共通点がある。それは遊び方や何気ない癖

など、何かをやっていること自体に喜びを見出す

ことであるO これは、ホイジンガの『ホモ・ルー
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デンス』で述べられている、遊ぴの特徴とも類似

する o (為末氏は『ホモ・ルーデンスJを座右の

書としており、それが高じて中公新書からrr遊ぶ」

が勝ち「ホモ・ルーデンス」で、君も跳べJを出

版し、スポーツと遊びについて独自の見解を示し

た)

為末氏はアスリートである自分自身のゴールを

二つ考えていた。一つ目は、世界レベルの大会で

メダルを獲得すること O 二つ目は、その種目の自

己ベスト記録をできる限り更新し続けることであ

るO 一方で、、競技の壁にぶつかることも二通りあ

ると考えた。一つ目は、目標が達成された時で、

二つ目は思うように記録が出せず目標が達成でき

なかった時である O 現役時代にレース終了後のイ

ンタビューで、「どうして 2個目のメダルがとれ

なかったんですか。」と聞かれたことがあった。

その時に答えた理由は、「競技を始める前にメダ

ルをーっとると決めていたから。」であった。エ

ドモントンの世界選手権銅メダルという快挙を成

し遂げてから、為末氏は極度のスランプに陥った。

それは自分自身が考えてきた目標を 23歳で達成

してしまい、そこから先の人生をどう進んで良い

のかわからなくなったためである。その時は目標

が達成できないことではなく、目標が立てられな

いことに苦しんだのである。そんな時、自分を勇

気づけた言葉は、「之を知る者は之を好む者に如

かず。之を好む者は之を楽しむ者に如かず。」と

いった孔子の言葉であった。それ以来、「スポー

ツが好きで始めたことを忘れないようにしよう」

と自分の中で約束事を決めた。日々の改善に対す

る喜びが陸上競技の醍醐味だとしたら、それは長

い闘いと言い換えることができるかもしれない。

しかし、スポーツは楽しむことが重要であるO 楽

しむスポーツとは、レクリエーションと同義であ

ると解釈できるかもしれないし、人生の喜ぴを得

るためのものと考えることもできる O

ここで会場のみなさんにクイズが出された。 I

間目は「将棋はスポーツか否か」であった。スポー

ツの語源はデボルタール。つまり、憂さ晴らし、

遊戯、気晴らしが由来である。為末氏の友人であ

り、元フィギユアスケート選手の村主さんと、ア

スリートとアーテイストの差は何かという話をし

た。アスリートとアーテイストの違いは、採点を

する点である。では、フィギュアスケート選手は

アーテイストなのか。スポーツの範囲の定義とは

何なのか。結論はでなかった。 2問目のクイズは

「テレビゲ}ムはスポ}ツか ?Jであった。例え

ば、 cスポーツ (Electricsportsエレクトリック・

スポーッ:コンピューターゲームをスポーツ・競

技として捉える名称)はバーチャルではあるけれ

ど身体を動かす。将棋やチェスは頭で考える。 c

スポーツの競技人口は今や 5500万人以上であり、

プロ・ゲーマーと呼ばれる人は賞金だけで 1億円

を超える人がいる。為末氏が陸上競技で獲得した

賞金は、その何十分の 1だという O このような背

景を踏まえると、スポーツの概念は変化している。

東京オリンピック・パラリンピックが開催される

2020年にはどのようなことが起きていくのか。

その年の予測では高齢者の割合が28%となるO

国家予算はどのように使われるのか、どのように

使われるべきなのか議論が必要なのかもしれな

し、O

2008年から 2012年の 4年間で、陸上競技の世

界大会における SNS(social networking serviceソー

シャル・ネットワーキング・サービス:インター

ネット上の交流を通してネットワークを構築する

サービス)の取り扱い方が正反対になった。以前

は様々な情報が外に漏れないようにオリンピック

選手村や競技場内では携帯電話などを使用するこ

と許されず、 SNSを利用して発信することはで

きなかった。しかし、今は情報を発信することが

聞かれたイメージを作り、その競技の発展につな

がるという考えに変化してきたことで、自由に写

真や映像を撮ったり、会話をしたりできるように

なった。ある大会では、日本よりも経済発展が遅

い国のコーチが、携帯電話で試合に出る選手の走

りの映像を撮り、 Skyp巴を使って自国に残ってい

る別のコーチと選手の 3人で 1台の携帯電話を

使って指示を出したり、ミーテイングする様子が

見られた。技術は時間や距離を克服することがで

きるということがわかる O

技術革新のことで言えば、義足のプロジェクト

も興味深い広がりを見せている O パラリンピック

ではなくオリンピックの主艮メダリストと同じ言己主選

を出した義足の選手、マーカス・レアムは自身の

身体的な障害について「あるのはいつも技術の障
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害だ。」と述べている O 義足の開発という技術の

向上によって、陸上競技の記録も伸びる。このこ

とは我々を取り巻く、様々なことでも十分に起き

得ることである。社会は技術の進歩によって変わ

る可能性を秘めている。

このようなことを考えていくと ITCinformation 
technologyインフォメーション・テクノロジー:

情報技術)がスポーツに組みこまれでもいいので

はないかという提言が出てきてもおかしくない。

最近になって、町の再生化に ITを利用してゲー

ム感覚で名所を廻ることができるようなシステム

を考案したり、過疎地で廃校になった学校をス

ポーツ施設として利用するためにデータパンクを

活用したりすることが試みられてきている O 様々

なITを連動させることによって、今までにでき

なかった面白いことがたくさんできるようになる

可能性が出てきた。例えば、芸能の「落語」と健

康の関連が注目されている O これは、落語を聴い

て気分転換になったり、笑うことによって NK細

胞 (naturalkiller cellナチュラルキラー細胞)が

活性化され、外部から侵入してくるウイルスの抵

抗力が高まることから病気になりにくくなったり

することが研究結果からわかっているからであ

る。また、これからもっと増えてくるであろう、

高齢者の体力維持・向上に関して、新聞紙を丸め

て投げることを実践して成果を出している地域が

あるという O これも簡単な方法で手軽に手先を動

かす運動の継続を可能にするという考え方であ

る。このような有効と考えられる情報について

ITを利用して、より多くの人に発信していけば、

医療費が大幅に削減することができたり、健康寿

命を延ばすことにつながるだろうといっている。

科学が発達して、様々な技術が進歩していくこ

とで、産業や日常生活のなかに、人聞が動かなく

ても済むようにロボットが増えていくと、人間に

残された領域や役目が限られていくと考えられ

るO したがって、これからの時代は「人間らしさ

とはイ可か」がテーマになると思われる O

話は前後するが、為末氏は陸上競技について、

あるいはスポーツと置き換えても良いかもしれな

いが、あるレベルまでは努力と正しい練習の積み

重ねによってパフォーマンスが良くなり成績が向

上することは間違いないと言っている O しかし、

そこから先にあるオリンピックでメダルを獲得す

るとか、世界ランキングでトップ 10に入るとい

うことを目指すなら、当たり前のことをしていた

のでは実現できないだろう O そのレベルにいくた

めには、科学的なトレーニングというよりも、失

敗を恐れない創造性、遊び、心といった「人間らし

いこと」が必要になるのではないか。

スポーツが持っている力を世界の人々に示す場

となる、 2020東京オリンピック・パラリンピッ

クの可能性は、この「人間らしさ」を追求してい

くことを考えなければならないのではないか。何

かを行うときに人間は、時々失敗したりすること

がある O こうしたミステイクや、言語あるいは非

言語のコミュニケーションについてはロボットで

のシステム化が難しい。予期せぬ対応にエラーを

起こし、エラーになることにエラーを起こしてし

まうからである。スポーツは人間らしさが如実に

現れるシーンの連続である O スポーツの原点であ

る遊びは、方向性を持っていなくてどこに向かっ

ていくかわからない。そして夢中になって取り組

めるものである O したがって、遊びの性格を持ち

合わせるスポーツの可能性は無限で、ある。かつて、

古代ギリシャで運動会が始まり、古代オリンピッ

クが定着した。それから近代オリンピックになる

とスポーツは競技になったが、遊戯的意味でのス

ポーツは今後さらに広義に浸透するであろう。オ

リンピック、パラリンピックがもたらすスポーツ

の可能性に多いに期待している。(終わり)

(註) この講演録は、為末氏の講演を忠実に文字

著書

にしたわけではなく、講演内容を筆者が解

釈して作成したもので、本人の了解のもと

に掲載するものである。

(文責沼津秀雄)

「日本人の足を速くするJ(新潮社)2007 

「走る哲学J(扶桑社新書)2012 

日刊スポーツ連載「為末大学オリンピックを考え

るJ2012 

日刊スポーツ連載「為末大学ニツカンキャンパス」

2012 

「走りながら考えるJ(ダイヤモンド杜)2012 
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「禅とハードルJ(サンガ)2013 

「子供の足をすぐに速くする!J (扶桑社)2013 

「負けを生かす技術J(朝日新聞出版)2013 

「遊ぶが勝ちJ(中公新書)2013 

「諦める力J(プレジデント杜)2013 

「為末大 xAERA白熱ウェブ」
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オリンピック/パラリンピックレガシーと明治神宮の風致

田中伸 彦 1

The Olympic/Paralympics Legacy and Landscape of Meiji Shrine 

Nobuhiko Tanaka 1 

1 .はじめに

評論家/出版人として知られる山本七平は、日

本社会が「空気」と「水」で表現できると指摘した。

実際、我々日本人は、絶えず周囲の「空気」を読

んで顔色をうかがい、不都合なことは「水」に流

すことで世間との折り合いをつけてきた。

この日本人の心性は、良くも悪くも作用する。

良い面としては第二次世界大戦後の復興が挙げら

れる O 当時、日本では経済回復のための「空気」

が国民を支配し、世界に類を見ない高度成長に成

功した。その最中に開催されたのが、 1964年の

東京オリンピックである O

しかし、その高度成長/オリンピックの華々し

さの陰で、我々は江戸時代からの伝統を「水Jに

流した。悪い面の典型例としては、水の都の象徴

であった潤いある江戸の堀割を埋め立てて殺伐と

した環境に変えてしまったことや、江戸の交通の

起点であった日本橋を首都高速で覆ってしまった

ことなどが挙げられよう O

つまり、高度成長を達成しなければならないと

いう「空気」が支配する中で、江戸時代から続く

日本の伝統的レガシーをあっきり「水Jに流し、

(昭和当時の)最先端の価値観に基づくシステム

へと塗り替えてしまったのである。

実のところ、 1964年の東京オリンピック当時、

レガシーを後世に残すという認識は非常に希薄

であった。一方、時を経て 2020年に開催される

東京オリンピック/パラリンピックでは、開催国

としてレガシーを残すことが明確に求められてい

1 東海大学観光学部 School ofTourisrn， Tokai University 

る。過去の歴史を踏まえないまま、不都合なこと、

空気にそぐわないものを「水」に流すことは許さ

れない状況にあるといえよう。

以上のことを鑑みて、本報告では、上記の歴史

や現実を念頭に据えて、レガシーというキーワー

ドに着眼し、「明治神宮」を題材に、風致的観点

から、造園学/空間計画の立場にたって話題提供

していきたい。

2. レガシーとは何か?

「スポーツ振興は、意図的にではないにせよ、

結果的に東京の風致を損ない続ける歴史となって

いないか ?J、「本当に日本人にレガシーを継承/

創造できるのだろうか ?Jという問いかけを、本

報告では皆様に提示したい。

2020年オリンピック/パラリンピック招致が決

定し、日本中が活気ある空気に包まれていること

を、私自身も肌で感じている。「お・も・て・な・

し」の精神をはじめ、日本人の心の中にある文化

を共有し直す良いきっかけになったとも思ってい

る。しかし、オリンピック・レガシーという言葉

を新聞やテレビなどで見聞きするたびに、「本当

に東京にレガシーなど残せるのか ?Jと、大きな

不安を感じている。

本日はこの問いかけについて議論したいのであ

るが、その前提として、そもそもオリンピック・

レガシーとはイ可なのかということを、まずはおさ

らいしておく必要があるだろう。

IOCの IOlympicLegacy 20l3Jによると、オリ
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ンピック・レガシーとは「開催都市に残され得る、

スポーツ、社会的、経済的、環境的な利益で、開

会式前に経験されるものもあれば、大会終了後、

数年が経っても目に見えない可能性もあるもの」

と定義されている O

そして、オリンピック・レガシーの 5つの性質

として、

(1 )スポーツ・レガシー

(大会後も利用されるスポーツ施設、スポー

ツ参加人口の増加、競技力向上)

(2)社会レガシー(ユニバーサル)

(文化・歴史・生活様式の PR、誇りや社会的

平等、教育、ボランティア、官民協力)

(3)環境レガシー

(公園や緑化スペース、都市再生、持続可能性)

(4)都市レガシー

(産業荒廃地等の都市再開発、景観整備、公

共交通インフラ)

(5)経済レガシー

(経済向上、企業力、周辺経済効果、雇用、

観光客の増加/観光産業の発達)

を挙げている。

レガシーとは、オリンピック競技そのものが与

える記憶や感動だけではない。環境や交通インフ

ラ、観光産業などについても言及されており、総

合的なレガシーの創出が開催都市に求められてい

ることが分かる O

具体的なレガシーの内容について、直近のロン

ドンオリンピックの事例で見てみると、

(1 )英国を世界有数のスポーツ大国にする

(2)ロンドン東部地域の中心地を変革する

(3)青少年が地域のボランティア・文化・スポー

ツ活動に参加するよう鼓舞する

(4)オリンピック・パークを持続可能な暮らしの

青写真とする

(5)英国が、住む人や観光客、事業者にとって、

創造的かつ社会的に寛容で、快適な固である

ことを世界に示す

という項目を掲げていた。

ロンドンで目標としたレガシ}づくりは、概ね

成功したと評判が高い。特に、ロンドンだけでは

なく地方都市の観光振興に貢献して回全体を巻き

込んだことや、ロンドンの中で衰退傾向にあった

東部地区の再開発が成功したことなどが評価され

ている。

日本でも、有形無形のレガシーを残すべく胸を

はってオリンピック/パラリンピックを迎え、終

了後もそのレガシーを受け継ぐ体制が持続する様

に心がけなければならない。そのために、例えば

造園学会や造園関連団体などの諸団体が連携して

rTOKYO GREEN 2020推進会議」を立ち上げて、

後世に残せる東京の都市空間を提案しようという

活動が進みつつある O

以上の様に積極的にレガシーに対する活動が、

我が国でも展開されはじめていることを私も評価

したい。しかし、これらの活動が本当にレガシー

の継承に繋がるかということについては、どうし

ても不安が拭えないのである。その不安は、明治

神宮を題材にすると説明しやすい。

3. 2020年は何の年か?

ここで皆さんに簡単な質問をしてみたい。

r2020年は何の年でしょう ?Jと。

もちろん東京オリンピック/パラリンピックの

開催年という答えも正解である。ただ、オリンピッ

ク/パラリンピック関係者からこの答えしか出て

こないのであれば、 2020年以降に日本にレガシー

が残るかという不安が更に増すのである O

2020年は、実は「明治神宮創建 100年」の記

念すべき年でもある。あの建て替え問題で揺れて

いる国立競技場の膝元にある明治神宮は、 2020

年に創建 100周年を迎えるのである。

明治神宮は、大正時代の人々が明治時代に思い

を馳せて創建した、近代日本を象徴するレガシー

の聖地である O その明治神宮が 100周年を迎える

のである。このことは明治神宮を参拝すれば隠す

ことなく掲示されているし(写真一1)、 100年前

から分かっていたことである。

既に述べたとおり、この明治神宮外苑に隣接し

ている国立競技場が、建築デザインの問題で大き

く揺れている(注:戦前、国立競技場の敷地は明

治神宮外苑の一部であった。戦後になって分割さ
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写真・1 2020年は明治神宮創建 100年にあたる

れて固に移管された)0 私個人の意見表明は控え

るが、不思議なことに建築推進派からも反対派か

らも、オリンピック/パラリンピックに関わる議

論の中で、 100年を迎える明治神宮のレガシーを

どの様に継承するのかについての話を聞かない。

繰り返すが、明治神宮 100年を記念する重要な年

であるにもかかわらず、明治神宮の歴史にまつわ

るレガシーをオリンピックjJ¥ラリンピックにど

の様に関連づけるのかといった話はついぞ聞かな

いのである O

おそらく、多くの関係者は、 2020年が明治神

宮 100年にあたることを知らないのではないだろ

うか。この様に過去のレガシーの検証すらしない

状況で今度のオリンピック/パラリンピックを開

催して、後世に繋がるレガシーなど構築できるの

だろうか。過去を振り返ることに頭がまわらない

まま、これまで維持されてきたレガシーを 2020

年で「水」に流し、 21世紀の「空気」に任せる

がまま、新たなシステムを構築してはいけない。

それでは 1964年の東京オリンピックから何ら進

歩していないことになる O そして、この様につく

られつつある施設やシステムは、何十年後かには

次の新たなイベントで打ち捨てられてしまうので

はないだろうか。

4鳳明治神宮の風致からレガシーを考える

明治神宮内苑は、 100年前、演習地であった土

地に人の手で植樹した人工の森で固まれている O

それが今では、威厳のある和風の樹林に成長して

いる(写真 2)0一方神宮外苑は洋式の庭園様式

を取り入れた近代的な造形で、特に絵画館前の銀

杏並木が美しい(写真一3)0

写真・2 明治神宮内苑の参道

写真・3 神宮外苑絵函館前の銀杏並木

つまり、下記のとおり、和・伝統の「内苑」、洋・

現代の「外苑」という空間構成になっていて、明

治以降の日本の近代化を象徴する空間構成が印象

的である O 内苑も外苑も、海外に、日本の近代化

というレガシーを伝える絶好の場所なのである。
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内苑:古式様式による伝統美の庭園(国費で造営)

「神苑と林泉を調和させた造園」

献木と人の手で創られた森(常緑広葉樹林)

外苑:現代式庭園(民費(寄付等)で造営、後に

明治神宮に寄贈)

「明快にして、快適な散策固ないしは記念園」

ビスタ景観(絵画館銀杏並木)・ブールパール

厳かな風致の形成

閑静な環境下における競技場の導入

2020年の東京オリンピック/パラリンピックと

特に関係が深いのは、神宮外苑のほうである。洋

風・現代の「外苑」は、幾度かの計画変更を経て

創建6年後の 1926年に全体が完成した。当時の

神宮外苑の平面図は写真 4のとおりである O こ

の時点で神宮外苑には陸上競技場や野球場などの

施設が、近代スポーツの象概として整えられてい

たことが分かる O ただし、これらの競技場は、お

祭り騒ぎを想定していない。あくまでも閑静な風

致的空間の中で行うことが前提とされていた。

また、外苑中央の絵画館前大芝生地(注:本来

の芝生地は近代ドイツ式で、人が立ち入ることを

前提としていなしサを核として、中央の緑量を薄

くし、だんだん同心円状に濃くしていって外周植

栽は濃密にしていく空間構成で創られた。スポー

ツ施設は外苑の中ででしゃばることは想定されて

いなかった。

しかし、第2次世界大戦後の米軍接収などの経

緯を経て、中央部の芝生空間も野球場と化してし

まった。現在ここで野球をする人に悪意はないの

であろうが、結果的には近代日本の風致を維持す

るという大正人の願いを反故にしていることに間

違いは無い。

つまり、明治神宮外苑の風致は、スポーツをす

る人々に「庇を貸して母屋を取られるjという状

態になって、閑静な空間が消滅してしまった状況

にあるO

明治神宮外苑に行く機会があったら、是非「何

処が小汚いか」を、探してほしい。私の場合は、

多くがスポーツに関わるもの(無粋な建物やフェ

ンス)、あるいは東京オリンピック(1964) 開催

に関わるもの(首都高など)が、どうしても目障

りにうつってしまう。神宮外苑の西側は、風致面

写真-4 1926年時の神宮外苑の平面図
(出展・h抗p://udf-tokyo.com/weblog/?attachment~id=477 4) 

からは本当に残念な空間になってしまったと思

つO

大正人が残した「明治のレガシー」を復元し、

後世に残していくのは、我々の責務ではないだろ

うか?

神宮外苑を造営した明治神宮奉賛会が、外苑を

明治神宮に寄贈する際に、下記のとおり「外苑将

来の希望」が明文化されている O

今や外苑全部を貴職(注:明治神宮宮司)に引継

ぐに方り、将来御注意を請うべき条々左に申入置

候

(1 )外苑は明治天皇及昭憲皇太后を記念し、明治

神宮崇敬の信念を深厚ならしめ、自然に国体

上の精神を自覚せしむるの理念を基礎とし、

一定の方針を以て設計造営せられたるものな

るを以て、今後、之が管理及維持修理上に於

いても常に右理想を失はざる様御注意あり度

事

(2)外苑は・掴・上野、浅草両公園の如きとは其性

質を異にするを以て、今後、外苑内には明治

神宮に関係なき建物の造営を遠慮すべきは勿

論、広場を博覧会場等一時的使用するが如き

事も無之様御注意あり度候
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神宮外苑は賑わいの空間ではないこと、イベン

ト等期間限定であってもお祭り騒ぎのために一時

使用をして欲しくないことなど、明治神宮の風致

を守るための切実な願いが明文化されて残されて

いる。今回の 2020年東京オリンピック/パラリン

ピックの招致活動では、この事実が無かったこと

の様に、締麗に「水」に流されていることが非常

に気にかかる。過去のレガシーを顧みることを忘

れた人々に、将来のレガシーを創り出せるとは到

底思えないのである。

5. コンペのやり方とレガシーの残し方

今回、明治神宮外苑は、新国立競技場のコンペ

が、賛否両論で非常に大きな注目を浴びている。

反対意見としては、以下の様な意見が表明されて

いる O

-非常に粗雑なコンペだ、ったのではないか

.車庫に入らないスーパーカー

-本義の「都市計画家」が必要

-環境資産を食いつぶしてきた東京

-都市も建築も、歴史の重みに向き合いながら

-議論なしにいつのまにか変わっていく東京の景

観

・スポーツ界の発展は神宮外苑のおかげなのに軽

視している

-神宮外苑は狭すぎる

-外苑は緑の公園、建築用地ではない

上記の指摘はもっともな感想だと私も思う O 一

般的見地から考えても、今回のザハ案の競技場は

オーパースケールであったし、上記で述べた大正

人のレガシーが頭の片隅にでもあれば、そもそも

今回の様なコンペにはならなかったであろう O こ

のコンペは、都市計画上の地区計画の変更を踏ま

えて設計されているので違法ではないが、法令を

クリアすることとレガシーが残ることは違う。

コンべという点で、は、 1964年の東京オリンピッ

クでは、レガシーを残そうとする良い方式で行わ

れていた事例がある。それは選手村の役割を果た

し、その後に公園に転用された「代々木公園」の

コンペである。以下が募集要項(抜粋)である O

「東京都市計画代々木公園は、オリンピック東

京大会後は、東京都唯一の森林公園として造成さ

れる。この地域は渋谷副都心と新宿副都心との中

聞に位置し、明治神宮内苑とともに極めて重要な

区域である、従ってより良い公園に造成するため、

その計画設計を懸賞募集するものである。」

つまり、明治神宮内苑の森林とあいまって樹林

を形成する様にと、風致的観点の配慮がしっかり

と明記されている O 今年、代々木公園は、デング

熱騒動による休固などに見舞われて災難の年で

あった。しかしその様な状況を差し引いても、代々

木公園が、大規模緑地の少ない東京のレガシーと

なり、多くの人に活用されていることに異論は無

いであろう O

5.おわりに

以上、神宮外苑を題材に、東京オリンピック/

パラリンピックのレガシーについて考えてみた。

私が言いたいことは、現在の「空気」だけで突

き進み、先人の強い思いに耳を貸さずに振り返ら

ないまま、過去を「水」に流して消し去ってしま

う現在のやり方で本当にレガシーがつくれるのか

ということを皆さんに改めて考えて欲しいという

ことである O

明治神宮外苑は、西側の部分や絵画館前の芝地

が無粋なスポーツ施設に侵食されているとは言

え、まだまだ都内では風致や美観が保たれている

貴重な空間だと考えられる。その様な風致を継承

することこそ 21世紀の東京のレガシーづくりに

とって価値があるのではないだろうか。

皆さんに一考願いたい。
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(1)ユースオリンピックについて

・創設の経緯、目的は?

ユースオリンピック (YOG)は、IOCのジヤツ

ク・ロゲ前会長の発案により 2007年に創設さ

れました。近代オリンピックには、沢山のプラ

ス面がある一方、過度な商業化や勝利至上主義

が進んでいます。他方、 TVゲームなどの普及

は、スポーツに参加する子供の数を減少させて

いて、今やスポーツ文化の消滅につながりかね

ない状況にあり、このままではオリンピックの

存在意義も消えてしまうことになります。

ロゲ前会長は、こうした危機感を強く持って

おり、これらのことを背景にして創設されたの

がYOGです。若い選手への啓発やオリンピッ

クのあり方を社会に問う意味も持っています0

・オリンピックとの大きな違いは?競技方式、

プログラム面)

YOGでは、オリンピックで行われる多くの

競技が採用されていますが、規模と選手数が違

います。競技の方式は、団体競技には地域の混

合もしくは大陸混合を設けており、固と地域を

越えた選手同士の交流が促進されるような種目

構成となっています。プログラム面でも、オリ

ンピックと比較してコンソレーシヨンゲームが

多く、一度敗戦しても試合数が多くできるよう

に配慮されています。 YOGでは夏の大会が選

手約 3600名、冬が約 1000名であり、実際のオ

リンピックの 3分の 1程度の人数となっていま

す。南京YOGでは 28競技222種目が展開さ

れました。

そして、最も大きく異なるのは、 YOGには

様々な文化・教育プログラム (CEP)と呼ばれ

る公式のプログラムがある点です。また、各

NOCから推薦されたヤングアンパサダーと呼

ばれる 18歳から 20歳代の男女が IOC側から

のファシリテーターとして参加し、 CEPなど

へのヤングアスリートの交流を促進します。

. CEPについての狙い、参加選手による評価・

感想は?

CEPの狙いは、 4つのコンセプトである「学

びJI貢献JI交流JI称賛」を体験してもらう

ことにあり、そのために CEPの5つの教育テー

マに基づいたアクションプログラムが 10日間

の大会期間中に 20を超える活動として用意さ

れていました。

CEPの5つの教育テーマとは、 1オリンピズ

ム、 2能力の開発、 3幸福で健康的なライフス

タイル作り、 4社会的責任、 5豊かな自己表現

です。

また、各NOCの選手村への滞在は、開会式

から閉会式までの全期間滞在が義務付けられて

いるのもオリンピックとは異なっており、この

間に様々な仕掛けが用意されていました。

CEPへ参加した選手からの評価は好評で、

異文化問の交流が促進されていました。

'YOGは、オリンピックのどんな問題点、を浮き

1 第2回ユースオリンピック競技大会 (20141南京)日本代表選手団 総監督

The 2th Youth Olympic Games， Nanjing 2014 JAPANESE DELEGATION D巴:putyChef de Mission 
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彫りにしているか?

YOGは本来のオリンピックのあるべき姿を

追求する、実験的な試みであると言えます。例

えば勝利至上主義に対する警鐘や、アンチドー

ピング教育などです。そして、最後までフェア

プレーを貫く教育などもあります。ロンドンオ

リンピックの女子バドミントンでは、故意の負

け試合が話題になったことは記憶に新しいとこ

ろです。

またさらに、YOGは参加したヤングアスリー

トやスタッフに対して、オリンピック本来の意

義である「卓越性JI友情JI尊重」が貫かれて

いるかを問い返す場でもありました。

(2 )東京オリンピックに望むこと

-大会がどのようなものになることを期待してい

るか?

JOCでは「人間力の向上なくして競技力の向

kなし」を NF(中央競技団体)に伝え、人間

力の向上あっての強化活動であるとしてきまし

た。こうした実践を繰り返す選手たちのひたむ

きさが、見る者に夢と感動と勇気を与え、メダ

ルにつながるのだと確信します。

文部科学省の調査では、中高生の 6割が東京

オリンピック・パラリンピックを見たい、と答

えています。東京オリンピック・パラリンピッ

クが、見る人だけではなく、参加するすべての

人々に夢と感動を与えられる大会にしていけれ

ばと願っています。

-大会後のレガシーとして期待していることは何

か?

本来、スポーツは一定のルールのもとに、地

域間格差や人種、宗教といったものを越えた、

誰もが平等の中で懸命のプレーをするところ

に共感や感動を生むものです。 50年前の高度

成長期の東京大会とは異なり、成熟した社会に

あって、スポーツ活動が差別のない社会形成に

役立てられるような環境を作り、人類のレガ

シーとして残していけたら、と考えます。
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1 .はじめに

我が国における障害者のスポーツを取り巻く

政策は、大きな転換期を迎えている。なかでも、

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技

大会(以下東京2020)に向け、パラリンピアン(東

京2020にて代表選手になるであろう候補選手も

本稿では含む)を取り巻く国際競技力向上に関わ

る政策は、様々なスポーツ推進システムの整備に

関わる議論と共に今後も改革がなされていくと推

察される O

こうした障害者スポーツを取り巻く社会背景

の変化から、特に、丈部科学省に障害者スポー

ツの所管が移管されたと政策過程の中で、「一元

化」という言葉を耳にする機会が増えた。著者

は、 2003年より、特に英国と日本のスポーツ界

における一元化政策の変遷について研究を行って

きた。そこで本稿では、その研究の一部を紹介し

ながら、東京2020への期待も込めて、スポーツ

としての価値変換を図ろうとする障害者スポーツ

の動向を概観したい。

2. 我が国における一元化政策

2.1.一元化とは

ノーマライゼーション、インクルージョン、イ

ンテグレーションなど、障害者のスポーツの議論

がなされる際に用いられる様々な用語がある。英

1 桐蔭横浜大学 Toin University ofYokohama 

語では“mainstream(ing) "が、現在の我が国一

元化政策に最も近い用語であると思われる。た

とえば、英国のスポーツカウンシル (2004)は、

障害者のスポーツ推進施策のキーワードとして、

mainstreamを以下のように定義している。

「一般のスポーツ協会や健常者向けのプログラ

ムを推進する協会などが、障害者に対しでも同様

の運営をすること」

2014年、日本サッカー協会が提唱した JFAグ

ラスルーツ宣言 iFootbal1For All サッカーを、

もっとみんなのものへ」には、「年齢、性別、障が

い、人種などに関わりなく、だれもが、いつでも、

どこでも」と示されている。この宣言は、国統括

競技団体である日本サッカー協会が障害の有無

に関わらずサッカーを推進しようとする文脈であ

ると捉えることができ、まさに英国の mainstream

の定義と合致すると捉えても良いだろう。

すなわち本稿における一元化とは、「スポーツ

を所管する省庁や国統括競技団体が障害者のス

ポーツも同様に推進を図ること」とする。

2.2. 2011年以降の政策変遷

冒頭に述べたように、我が国の障害者スポーツ

を取り巻く政策は転換期を迎えている O 中でも、



34 レジャー・レクリエーション研究75.2015 

2015年3月現在、以下に示す 3点の流れを理解

しておくことが重要である。第 1に、 2011年に

制定されたスポーツ基本法において、障害者のス

ポーツ推進が明確に示されたこと、第2に、 2013

年、東京 2020招致が成功しパラリンピアンに対

する支援に関する議論が深まったこと、第 3に、

2014年4月、障害者のスポーツ(競技スポーツ

と地域スポーツ)の所管が厚生労働省から文部科

学省に移管されたことである。

周知のとおり、スポーツ基本法が施行される以

前の障害者スポーツは、障害者福祉関連法のもと

推進されてきた。障害者のスポーツをスポーツ関

連法に初めて盛り込んだスポーツ基本法は、 2011

年 6月24日公布、 8月24日施行された。また、

文部科学省 (2011)は、同年 7月、世界 12か国の

スポーツ政策について調査結果を発表した。そ

の報告の中で、他国ではスポーツを所管する省庁

が障害者のスポーツも推進していることが示され

た。すなわち、 2011 年 6 月 ~8 月の 3 ヶ月聞は、

障害者のスポーツがスポーツ関連の政策等に明文

化された重要な時期であるといえる O そして、東

京 2020の招致決定なども後押しし、 2014年 4月、

障害者の競技スポーツと地域スポーツの所管は実

質的に、厚生労働省から文部科学省へ移管された

のであるに

省庁が一元化されたとはいえ、厚生労働省のも

と推進されてきた障害者のスポーツを、どのよう

にスポーツの現場に落とし込んでいくのかは、議

論が始まったばかりである。そこで、本稿では、

パラリンピックの発祥の地であり、パラリンピッ

クの歴史上過去最高の成功を収めたと評価の高い

2012ロンドンパラリンピック競技大会の開催国

である英国に着目し、議論を進める。

3.英国における一元化の変遷

3.1. 英国から世界ヘ

パラリンピックの発祥の地が英国と言われる所

以は、 Sir.Ludwig GUTTMANN (以下 Guttmann)

の貢献によるところが大きい。しかしながら

Guttmannは、英国人ではなく、ユダヤ系ドイツ

人である o 1939年に英国に亡命した Guttmann

は、オックスフォードにあるラドクリフ診療所

ナフィールド神経外科 (NuffieldDepartment of 

N eurosurgery at the Radc1iffe Infirmary) に研究員

として勤務した。執筆した論文をきっかけに、

Guttmannは 1944年 2月1日に開設したロンドン

郊外にあるストークマンデビル病院脊髄損傷課

(Stoke Mandevil1e Hospital Spinal Injuries Unit) に

医師として働くこととなる。やがて Guttmannは、

病院スタッフを含む人々の脊髄損傷に対する否定

的なイメージに対し疑問を持つようになり、脊髄

損傷者に対する科学的でシステム的なアプローチ

を確立しようとの思いが強くなる (Bailey，2008) 0 

Guttmannは、患者は自らの力で回復すると強く

信じており、患者が治療プログラムに高い意識を

持てる、システム化された治療プログラム開発に

取り組み始める O そのひとつが、スポーツを取り

入れたプログラムであった。

1944年秋に、ストークマンデビルに、初めて

のスポーツチームが結成された。種目は、車いす

ポロであった。その後、アーチェリー、バドミン

トン、ネットボールなど様々なスポーツが取り入

れられるようになった。

1948年、ロンドンオリンピック大会の開会式

に合わせ、初めてのスポーツ大会 (SportDay) 

が開催され、 18人の傷痩軍人が参加した。第 1

回大会の競技種目は、当時、最も推進されていた

アーチェリーであった。翌年の 1949年には、アー

チェリーとダ}トチェリー (Dartchery;アーチェ

リーとダーツの要素を取り入れた種目)だけでな

く、ネットボールも新たな種目として加えられた。

1952年の大会には、オランダが参加、 1953年に

はオーストラリア、カナダ、フィンランド、フラ

ンス、英国、イスラエル、南アフリカ、オランダ

が参加し、その後、国際大会としての道を歩むよ

うになる。

とはいえ、 Guttmannのこうした取り組みは、

必ずしも称賛されていたばかりではなかった。

Guttmannは、語学(英語)がそれほど堪能では

なかったことも影響していたが、彼のあまりにも

革新的な考え方は、当時の人々には理解されにく

かったのである (Scruton，1998 ;車いすパスケ)。

1940 ~ 1950年代という時代だからというわけで

はなく、 2012年のロンドンパラリンピック大会

開催の 3年前の 2009年においても、英国では障

害者がスポーツをすることについて必ずしも前向



きにとらえられていたわけではなかった (Tanaka，

2014a)。たとえば、全英車いすバスケットボ}

ル連盟 (BritishWheelchair Basketball，以下 BAB)

CEOのBethel氏 (2009，インタビュー)は、囲内

にて車いすバスケットボールを推進するにあたり

最も難しいこととして、「障害者がスポ}ツをし

て良いということを、医療福祉関係者に理解させ

ることが何よりも大変である。…(略)…そのた

め、車いすバスケットボールは障害者のスポーツ

(Disability Sport) という用語を用いて推進するの

ではなく、パラリンピックスポーツ (Paralympic

Sport) と記すことで、少しでもネガテイブなイ

メージを払拭したい」と証言している。なお、車

いすバスケットボールは、車いすネットボールに

代わる種目として、 1955年に正式にストークマ

ンデビル大会に採用された。英国の伝統的なス

ポーツであるネットボールではなく、アメリカで

誕生したバスケットボールが採用されたことにつ

いて Bethel氏 (2009，インタビュー)は、 iGuttmann

が英国人ではなくドイツ人であったからこそ、実

現できたことかもしれない」と話す。

Guttmannと実際に親交のあった、英国人で、

2015年2月現在国際パラリンピック委員会(以

下 IPC)Sir. Phil CRAVEN会長も、 Guttmannのパ

ラリンピックへの貢献に対し多大なる尊敬の意を

抱いている一方で、スポーツよりも治療に趣を置

いていた Guttmannとのエピソードを明かしてい

るo Craven会長 (2014，インタビュー)によれば、

Guttmannはスポーツについてあまり知識がなく、

リハビリテーションの視点で障害者のスポーツ

を推進していたことを明かす。「若気の至り」と

しながらも、 Craven会長はそうした Guttmannの

表 1 1939 -1964年までの流れ

出来事 歴史的意味

1939 Guttmann英国へ亡命

ストークマンデビルに脊髄損
Guttmannによる脊髄損

1944 傷者スポーツ推進の本
傷科が設置

格的始動

1948 
スト クマンデビルにてス ロンドンオリンピック大会

ポーツデーを開催 開会式に開催

1952 オランダの参加 国際競技大会のきっかけ

1960 第1回パラリンピ、ノク大会 ローマにて開催

束尽にて開催。日本にお

ける障害者スポーツの幕

1964 第2回パラリンピック大会 開け。ノtラリンピックとい

う用語が世界で初めて使
用。

田中:スポーツとしての価値変換を図る障害者スポーツ 35 

態度によく怒りを覚え口論をしたという O とは

いえ、 Craven氏の「スポーツはスポーッ」との

思いは、「リハビリテーションとしてのスポーッ」

から、「パラリンピックは、障害をもっアスリー

トの世界最高峰の競技大会」として、パラリン

ピックの在り方そのものを変えるに至った要因の

ひとつとなった。そして、 2012年のロンドンパ

ラリンピック大会は、過去最高のパラリンピック

大会として世界から称賛されたのであるO

とはいえ、 Atha氏 (2009，インタビュー)は、

そもそもドイツでは、歴史的に治療にスポーツを

取り入れる様々な取り組みがなされていたため

(Guttmann， 1976)、仮にグットマンがドイツから

英国に亡命しなければ、パラリンピックの発祥の

地はドイツであった可能性もあると述べる。

いずれにせよ、後にパラリンピックの父と称

される Guttmannの草新的な取り組みは、その後、

1960年のローマにて第 1回パラリンピック大会、

1964年に第 2回パラリンピック大会、そして現

代へと引き継がれていることは周知のとおりで

ある。ちなみに、パラリンピックという用語が最

初に使用されたのは日本である o 1964年大会に

何か名称をと考えたメディア関係者が使用したこ

とが、始まりとされている(中森， 2014，インタ

ビュー)。

3.2. 一元化への道

1961年、脊髄損傷者のスポーツ推進の成功と

Guttmannらストークマンデビル関係者の尽力の

もと、様々な障害種別のスポーツを推進する英

国障害者スポーツ協会 (BritishSports Association 

for the Disabled: BSAD)が設立された。設立当初

は、杜会の関心も集めていた BSADであったが、

同協会は資金面でも厳しく、加えて Guttmannは

脊髄損傷者以外には関心を示さなかった (Atha，

2009，インタビュー)。その結果、 1968年脳性麻

痩関係者らが Guttmannと口論の末 BSADを脱会

し、脳性麻痩者の国統括競技団体、 CPSportsを

設立した (Tanaka，2014a) 0 そして、視覚障害者、

切断者、知的障害者などが、脳性まひ者の動きに

追随し、それぞれの障害種別の国統括競技団体を

設立していったのである O

Guttmannの死去から 5年後の 1985年、 BSAD
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の主催により、障害者スポーツの現状と今後の

発展をテーマとした『マン島会議』が3日間に

わたって開催された (BSAD，1985)。この会議に

は、 BSAD関係者だけでなく、スポ}ツカウンシ

ル、全英オリンピック委員会、全英コーチ協会

や、アマチュア水泳協会、イングランドバスケッ

トボール協会といった競技団体など、 38の組織

から、 58人が参加した。このマン島会議は、い

わば、障害者団体と、政府機関、及び競技団体が

会した最初の公式な会議となったという点で、歴

史的に意味深い (Tanaka，2014a) 0しかし、 Atha

(2009，インタビュー)が「我々の仲間 (BSADか

ら脱会した他の障害種別の競技団体関係者)は誰

一人として参加しなかった」と証言しているよう

に、 BSADに偏った会議でもあった。

1989年、 BSAD以外の障害者スポーツ競技団

体のメンバーを中心に、当時の BSADの運営と

英国障害者スポーツの現状をスポ}ツカウンシル

に伝えるべく、 IBuilding on Ability Jを発行した。

この報告書の中で、「障害者のスポーツの発展の

ためには一元化が必要」とする提案が、明確に

示されたo AthaやSmedley(ともに 2009，インタ

ビュー)は、この報告書は、英国の一元化政策を

大きく後押ししたと強調する O そして、 1993年、

スポーツカウンシルは英国で初めての障害者ス

ポーツに関わる政策文書「障害者とスポーッ:政

策と最新行動計画」をまとめ、「障害者スポーツ

の発展のためには、障害者スポーツ界だけに留め

ず、一元化を積極的に行うべき」と記した。

1995年に英国政府は、障害を理由に差別しで

はならないという「障害者差別禁止法 (Disability

Discrimination Act; DDA) Jを施行したがヘ 2001

年のスポーツカウンシルの報告書には、依然とし

て障害児のスポーツ参加率が低いことが指摘され

ている O このように 2004年の DDA改正までは、

障害者のスポーツ推進は、どちらかといえば「推

奨レベル」であった。しかし、 2004年の DDA改

正に伴い、地域スポーツ推進、国際競技力向上施

策においても、障害者のスポーツは一元化の影響

をより強く見せ始める O たとえば、 2004年、イ

ングランド地域のスポーツカウンシル、スポーツ

イングランドは、地域のクラブで障害を理由に

差別してはならないと公式にコメントしている。

また、 2004年に始動した TASS(Talented Athletes 

Scholarship Scheme)には、オリンピアンだけで

なくパラリンピアンも奨学金の対象として明確に

位置づけられたヘ

とはいえ、競技団体における一元化がシステム

的に体系化されるのは、もう少し先の話になるぺ

田中 (2007)によれば、資金が潤沢なイングラン

ドサッカー協会がその先駆けとなる動きを見せて

いたものの、一元化は、競技団体の資金力、政治

力にも影響し、特に資金力が十分でない協会は、

資金配分に優先順位が存在していた。それを象徴

するかのように、パラリンピックを含む障害者の

スポーツは優先順位が低く、加えて障害種別やパ

ラリンピック種目であるか否かにより資金配分の

優先順位が異なる傾向があった(田中， 2007)。

こうした傾向は、 2012年ロンドンオリンピッ

ク・パラリンピック大会の招致が決定した後も見

られた。たとえば、 2009年、資金が潤沢でない

競技団体は、本来は障害者スポーツに配分しなけ

ればならない費用を配分しないといった報告がな

された (Tanaka，2014a) 0加えて、スポーツカウ

ンシルも、こうした報告を受けながらも競技団体

に対し資金の返済などの制裁を与えてはいなかっ

た。

2009年は、ロンドン市内で、特に移民を中心

とした労働者階級に属する人々が暴動を起こして

いた。自分たちの生活が一向に豊かになってい

ないにも関わらず、政府はオリンピック・パラリ

ンピックに資金を投入しているといったことも理

由のひとつとしてあげられていた。 2010年、こ

うした状況に鑑み、より積極的な施策として、平

等法 (EqualityAct)を施行した。この平等法は、

1975年の性差別禁止法 (SexDiscrimination Act)、

1976年の人種差別禁止法 (RaceDiscrimination 

Act)、1995年の DDAがベースとなっている。し

かし英国人によれば、「平等という言葉は、差別

よりも積極的な意味合いがある」という (Tanaka，

2014a)0この平等法は、スポ}ツ関連法ではない

ものの、スポーツ競技団体における雇用の平等

など、広く国民に障害、人種、性別等を超えた平

等な機会を示すものとなった。こうした平等とい

う考えは、たとえば2012年ロンドンオリンピッ

ク大会開会式の組織委員会委員長セパスチャン・



表 2 1980 -2012年までの流れ

出来事 歴史的意味

1980 グットマンの死去 パラリンピックの父の死去

1985 BSAD主催のマン島会議の開催
障害者スボツ団体以外
の競技団体との交流

1989 Buildilll! on Abilitvの発行 元化を政府に推奨

1993 スポーツカウンシル政策文書の発行
障害者スポツに関わる英|
国初の政策文書にて、一元

化が推奨された。

1995 障害者差別禁止法施行
障害に関わるあらゆる差別

を禁止する法

2001 障害児のスポーツ参加率実施調査
障害児の参加率が低いこと
が明らかに

2002 政策文書 rGarne PlanJ 
2004 障害者差別禁止法改正

地域クフブにおける差別の

禁止

2010 平等法施行
差別よりも人々を平等にと
いう考えが法的に示される

2012 ロンドンパフリンピック大会開催
スポツ大会として、過去
最高の大会との評価

コーの言葉「参加国すべてから女性アスリート

の参加があった」にも表れている O 加えて、パラ

リンピック開会式でも、「オリンピックと等しく、

トップアスリートが出場する世界最高峰の大会と

して運営」をしたことが強調された。

3.3開ロンドンパラリンピック大会後の変化

3.3.1. 障害者スポーツ推進体制の特徴

2015年2月現在、英国におけるスポーツの所

管省庁は、文化・メディア・スポーツ省 (Department

of Culture， Media and Sport: DCMS)である O 障害

者のスポーツも、この DCMSが所管する。準政

府機関である、 UKスポーツが国際競技力向上に

関わる、オリンピックとパラリンピックを含む競

技スポーツを推進する O 英国は、イングランドを

含む 4州に、各地域のスポーツを推進するスポー

ツカウンシルカ宝ある。なお、イングランドのス

ポーツカウンシルは、スポーツイングランドであ

る。

2015年 3月現在、障害者のスポ}ツを含む、

地域スポーツの推進から、 GBチーム (Great

Britain代表チーム)に入るトップ選手に至るま

で、その種目のスポ}ツ推進は、各競技団体にそ

の責任がある。ちなみに、英国では競技団体を

NF (National Fed巴ration) と表記しない。一般的

に、国統括競技団体 (NationalGoveming Body，以

下NGB) と用いるのが一般的である O

3.3.2. ロンドン大会のレガシー

イングランド障害者スポーツ協会 (English
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Federation of Disability Sport) (2012) が実施した

2012ロンドンパラリンピック大会レガシーに関

する調査報告によれば、英国人のパラリンピアン

の活躍により、障害をもっ人へのイメージを払拭

するものであったとの報告がみられた。また、「パ

ラリンピック大会のレガシーとはどのような意味

を持っか」という問いについては、最も多い回答

が「パラリンピック更なる資金が必要J(61%)、

次いで「良いイメージで障害者を伝えるメディア

が増えたJ(60%)、「スポーツニュース番組で障

害者を画面でみる機会が増えたJ(59%) であっ

た。一方、イングランド障害者スポーツ協会の

Ashley氏 (2013，インタビュー)は、「各競技団

体が障害者のスポーツを支援することが体系化

された」と述べる。また、ロンドンパラリンピッ

ク大会の成功の理由については、「パラリンピッ

ク選手にも資金が配分されるシステムが構築され

たJとするのは、スポーツ政策の英国人研究者

Houlihan (Tanaka，2014b) である。実際に、パラ

リンピアンの Rodgers(2015，インタビュー)も、

ロンドン大会は英国障害者スポーツの歴史におい

て過去最高の盛り上がりを見せただけでなく、ロ

ンドン大会を機に、選手の活動資金を含め、パラ

リンピアンを取り巻く競技環境は大会前のものと

は全く異なるものとなっていると指摘している O

では、どのような変化があったのだろうか。ひ

とつの鍵は、 2009年にあった。前述したが、一

元化が推進された英国にて、 NGBが障害者スポー

ツに対する費用を受け取ったとしても、その資金

が障害者スポーツに配分されなかったことがあっ

た。どれだけ障害者スポーツ側が親組織の NGB

やスポーツカウンシルに資金配分の問題解決に取

り組むよう訴えたとしても、金銭面についてはス

ポーツカウンシルが明確にこうしたトラブルに

介入していなかった (Tanaka，2014a)。ところが、

2012年ロンドンオリンピック・パラリンピック

大会の 3年前から、スポーツカウンシルが一元化

の資金問題に対し介入することが明確になり、障

害者スポーツ側にも資金が配分されるようになっ

た 5) (Tanaka， 2014b) 0 とはいえ、ロンドン大会後

の英国であっても、英国選手会 (BritishAthletes 

Commission: BAC) は、選手の相談で最も多いの

は、「活動資金」、「選手選考」とあげている (BAC，
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費用がかかる

練習場所がない

コーチ、指導者の不足

仕事に支障が出る

安定した生活/将来への不安

心理面の強化

練習場所へ通うのが大変

休みを取りにくい

フィジカルトレーナーがいない

競技仲間がいない

英語による情報

一般向けの施設が使えない

栄養に関する情報

情報が得にくい

アンチドーピングに関する情報

周囲の理解が得られない

他の国の選手との交流

選手選考の情報収集

その他

支障に感じたことはない

33.0 
27.9 
27.9 
27司2

21開3
20.6 
19.9 
19.9 
19司1
16.9 
15.4 
14.0 
12.5 
10.3 

7目4
8.8 
5.9 
6.6 

0.7 

64司O

o 20 40 60 80 

図1 パラリンピアンが競技活動を行う上で苦労し

ていること (PAJ，2012) (単位:%) 

2014)。
一方、日本の 2012年の状況については、日本

パラリンピアンズ協会 (PAJ) が報告している O

図1は、「現在の競技スポーツを行ってきて、苦

労したこと」を示すものである。パラリンピアン

が競技活動を行う上で苦労していることで最も多

かった回答は、「費用がかかるJ(64%)、次いで

「練習場所がないJ(33.0%)、「コーチ、指導者の

不足J(27.9%) であった。選手にとっての苦労

は、活動資金であったことが伺える O 図1に示し

た我が国の状況は、あくまでも 2012年のロンド

ンパラリンピック大会直前のものである。東京

2020の成功は当然ながら重要なことではあるが、

Rodgers (2015，インタビュー)が強調するように、

大会後にも持続可能な競技環境の整備がなされる

ことも重要な論点ではないか。

4. 障害者スポーツを取り巻く世界の状況報告

，..." INVICTUS Gamesより

2014年9月10日より、ロンドンのオリンピッ

ク・ノtークにて、 INVICTUSGames London 2014 

という国際大会が開催された。パラリンピックで

はないが、パラリンピックの視点に近い運営方式

で開催されるマルチスボ}ツイベントの大会であ

り (Tolderlund，2014)、出場した選手は、傷摸軍

人である。 13か国(アメリカ、英国、イタリア、

オランダ、フランス、 ドイツ、カナダ、オースト

ラリア、アフガニスタン、デンマーク、エストニア、

ニュージーランド、グルジア共和国)から 400人

あまりが参加した。なお、イラクも大会に招待さ

れていたが、参加はしていない。

INVICTUSは、日本語で「不屈の」、「征販され

ない」などといった意味がある。ヘンリー王子

がアメリカにおける傷痕軍人に対するスポーツ

支援プログラムに感銘を受け、この大会を開催す

るに至ったという (BBC，2014) 0 BBCは、この

開会式をゴールデンタイムともいえる夕方 7時よ

り、 1時間にわたり生中継した。ヘンリー王子の

みならず、エリザベス女王、チャールズ皇太子、

ウィリアム王子といったロイヤルファミリーの

面々が開会式に出席した。開会式には、ミッシェ

ル・オパマ米大統領夫人がスタジアムに設置され

た大型スクリーン画面に登場し、 INVICTUSゲー

ムの重要性を説き、ヘンリー王子のあいさつにつ

なぐといった演出もなされた。 INVICTUSGames 

は、そのスロ}ガンを、 11amJ としている o 1 は

INVICTUSの頭文字であり、 amはG盟 eから取っ

ている O 障害をもっていたとしても「私は私であ

ることは変わらない」というメッセージも含む。

INVICTUS Game (2014) の公式ホームページに

は、「スポーツは、回復の道のりを明るく示す手

段になる。障害を負った選手が、再び自信を取り

戻し、選手も家族も再ぴ未来への道を切り拓く力

になる」とある。英国人は、こうした INVICTUS

の開催趣旨に賛同し、この大会そのものを非常に

前向きにとらえている傾向にある (Rodgers，イン

タビュー， 2015)。世界のパラリンピアンが、必

ずしも傷痩軍人であるとは限らない。加えて、パ

ラリンピックの歴史を辿れば、戦争を回避するこ

とはできないだろう。しかし、 INVICTUSGame 

のような大会が開催されていることは、パラリン

ピックを議論する上で気に留めておく必要はあろ

つO

5. ロンドンパラリンピック大会から学ぶ、

東京

ロンドンパラリンピック大会の成功後、英国で



は、パラリンピックを含むワールドクラスの競技

スポーツから、地域スポーツの推進に至るまで、

各競技団体がスポーツ推進の責任を担うことが体

系化された。 IPC会長は、「スポーツはスポーツ

であり、それは障害をもっていても変わらない」

と考えており (Craven，インタビュー， 2014)、こ

うした IPC会長の考えは、パラリンピック大会

の価値、運営の在り方にも反映され、今やパラリ

ンピックは、「障害をもっアスリートが出場する

世界最高峰の大会」として位置づいたのである。

そして、 2008年の北京パラリンピック大会を観

戦したセパスチャン・コーも、パラリンピック大

会の運営もおろそかにはしないと述べていたとい

う (Craven，2014，インタビュー)。

東京 2020に向けて、我が国のスポーツ政策、

なかでも障害者スポーツを取り巻く政策は日々変

化している。 2014年3月まで、厚生労働省が所

管していた障害者のスポーツは、社会参加の促進

といった言葉が強調されていた。ここで誤解がな

いようにと思うが、個人が障害を負い、スポーツ

活動に取り組むようになるまでのパスウェイとし

て、リハビリテーションや社会参加といった側面

が必要ではないと述べているのではない。しかし、

パラリンピアンなど、障害をもっアスリートが競

技に取り組むシステムや資源が十分に確立されて

いないことは事実として受け止めるべきであろ

うO 英国では、競技スポーツへの資金は、あくま

でも競技成績が重要視 (perforrnedbased) されて

はいるものの、競技に対する資金は潤沢になって

いる。その一方で、地域スポーツの資金は十分で

はないとの指摘もある (Rodgers，2015)。とはいえ、

人々がメディアを含む日常の場面でパラリンピア

ンの姿を見ることで、障害者に対する理解が変わ

るといった側面もあり、パラリンピアンの活躍は

社会変化をもたらす大きなカギとなる (Rodgers，

2015) 0我が国においても、東京 2020に向けてス

ポーツ環境が整備され、障害者もスポーツを楽し

み挑戦することが当たり前の社会となること、即

ち障害者のスポーツが価値変換を遂げることが大

いに期待されるところであることは間違いない。

6. おわりに

英国を比較対象としたことには、様々な理由が
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ある O 特に、 2012ロンドン大会の成功の背景を

学ぶことは、東京 2020が開催される我が国にお

いて、非常に重要な知見を得ることができるから

である。英国の障害者のスポーツの歴史を辿る

と、必ずしも、障害者スポーツの天国ではなかっ

たことが理解される。今の英国の障害者のスポー

ツは、一元化の過程において障害者もスポーツを

楽しみ挑戦するというスポーツ権の獲得に対する

戦いの歴史であった (Tanaka，2014a)。我が国も、

東京 2020を契機とし、障害者スポーツの在り方、

支援体制の再構築がなされている。重要なこと

は、スポーツを行うパスウェイとして、誰もがス

ポーツを楽しめ、持h戦できるようグラスルーツか

らエリートスポーツまでのスポーツ環境を整備す

ることではないだろうか。そして、その環境が東

京 2020後においても持続可能 (Sustainability)で

アクセス可能 (Accessibility)とすることは必須

である O

一方、傷痩軍人が出場する大会が、 2014年9月、

あのオリンピック・パークで開催された。世界情

勢がニュースを騒がせている現代において、こう

した障害者のスポーツの側面も批判的にとらえて

いく必要があるだろう O

註

1)とはいえ、障害者のスポーツ推進においては、

障害者福祉関連法も全く影響していないわけ

ではない。たとえば、障害者スポーツセンター

は、厚生労働省の障害者基本法により、我が

固では、身体障害、知的障害、精神障害の 3

障害が障害者のスポーツの推進対象として位

置づけられている O

2) DDAは、 1990年の障害をもっアメリカ人法

施行の影響を強く受けている。しかし、最初

の法案は、 1993年に一度否決されている O

3) TASS 

4) NGBによる障害者へのスポーツ推進が広が

り始めたのは、 1990年代以降と言われてい

る (Tanaka，2014)0 1990年代には、水泳や

陸上競技など、各NGBがパラリンピック大

会や世界選手権のコーチ派遣などを行ってい

た。一方、イングランドサッカー協会は、他

のNGBと比べ取り組みの動きは遅く、障害
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者支援を始めた 1990年代後半は「障害をも

っ観客」の受け入れから行った。

5)全ての競技団体が、障害者スポーツに対する

資金を、障害者スポーツ側に配分していな

かったわけではない。
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生活習慣分析に基づいた生活リズム向上戦略の展開
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「食べて、動いて、よく寝ょう !J運動のス

スメ

1.近年の子どもたちが抱えさせられている問題

子どもたちは、夜、眠っている聞に、脳内の温

度を下げて身体を休めるホルモン「メラトニン」

や、成長や細胞の新生を助ける成長ホルモンが分

泌されますが、今日では、夜型化した大人社会の

ネガティブな影響を受け、子どもたちの生体のリ

ズムは狂いを生じています。不規則な生活になる

と、カーッとなったり、イライラして集中力が欠

如し、対人関係に問題を生じて、気力が感じられ

なくなったりしています。生活リズムの崩れは、

子どもたちのからだを壊し、それが、学力や体力

の低下、心の問題にまで、ネガテイブな影響を与

えているのです。

2. I早寝、早起き、朝ごはん」運動の登場と課

題

子どもたちの抱える問題の改善には、ズパリ

言って、大人たちがもっと真剣に「乳幼児期から

の子ども本来の生活(栄養・運動・休養のバラン

ス)Jを大切にしていくことが必要です。その結果、

日本が生み出した国民運動は、「早寝、早起き、

朝ごはんJ運動なのです。しかし、健康づくり運

動へのきっかけには有効でしたが、自律神経に積

極的に働きかけて、子どもたちのイキイキ度を増

すまでには、いま一歩の感があります。図 Iをご

覧ください。日本の子どもたちの問題が、どのよ

うに進んで、きたかを示した私の考えです。

1 早稲田大学 Waseda University 

子どもたちが抱えさせられている問題を食い止

めるためには、まずは「睡眠」を大切にし、脳を

守り、育むことが必要です。だから、「早寝・早

起き」なのです。そして、睡眠が崩れると「食」

の崩れを生じますから、「朝ごはん」を打ち出す

必要があります。

しかしながら、この国民運動は、 2つ目までし

か、ケアーできていないのです。意欲をもって、

自発的に自主的に動ける子ども・考える子どもを

期待するならば、 3つ日の「運動」刺激が子ども

たちの生活の中になくてはなりません。運動や運

動あそびは、自律神経機能の発達に不可欠なので

す。生活習慣を整えていく上でも、 1日の生活の

中で、日中に運動エネルギーを発散し、情緒の解

放を図る運動実践の機会や場を与えることの重要

性を見逃してはならないのです。

そのためには、「早寝・早起き・朝ごはん」と

いう国民運動に、「運動」を加えなければなりま

せん。つまり、「食べてJr動いてJrよく寝ょう」

なのです。言い換えれば、「動き」の大切さを導

入したキャンベーンを打ち出して、積極的に実行

に移していくことが大切です。こうして、将来を

担う子どもたちが、健康的な生活を築き、いきい

きと活躍してもらいたいと願っています。

3.子どもたちの問題を改善する新たなチャレン

ジの必要性

いま、子どもたちに必要なことは、新たなチャ

レンジとして、「運動」の大切さを導入したキャ
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夜型生活で、睡眠リズムが乱れると
↓ 

摂食リズムが崩れる
(朝食の欠食)

午前中の活動力の低下・ 1日の運動量の減少
(運動不足・体力低下)

↓ 

オートマチックにからだを守る自律神経の機能低下
(昼夜の体温リズムが乱れ、自発的に自主的に行動ができなくなる)

↓ 

ホルモンの分泌リズムの乱れ
(朝、起床できず、日中に活動できない、夜はぐっすり眠れなくなる)

体調不良・精神不安定に陥りやすくなる

学力低下・体力低下・不登校・暴力行為

図 1 日本の子どもたちの抱える問題発現とその流れ

ンベーンを打ち出して、「食べて、動いて、よく

寝ょうリ運動を、全国的に推進していくことな

のです。

運動とか、運動あそびは、体力づくりはもちろ

ん、基礎代謝の向上や体温調節、あるいは、脳・

神経系の働きに重要な役割を担っています。聞や

学校、地域において、ときが経つのを忘れて、運

動ゃあそびに熱中できる環境を保障していくこと

で、子どもたちは安心して成長していけます。未

来ある子どもたちのために、大人や社会が本気に

なって、運動環境を整えたり、運動の生活化を図っ

たりして、精一杯の支援に力を注ぎ、子どもたち

を幸せにしていこうではありませんか。

子どもの生活リズムに関わる理論と生活リズ

ム向上のための提案

1.子どもたちの抱えさせられている 3つの問

題

わが国では、子どもたちの学力や体力の低下、

心の問題の増加が社会問題となっており、園や学

校、家庭、地域の連携した問題改善の取り組みが

求められています。そこで、子どもたちの生活を

みて気にかかることを、ご紹介しながら、話を進

めてみます。

(1 )睡眠リズムの乱れの問題

1)就寝の遅い現代っ子

第一に、今の子どもたちは、夜型の生活に巻き

込まれている点が気になります。子どもたちが親

に連れられて、ファミリーレストランや居酒屋、

カラオケボックス等へ、深夜に出入りしている光

景をよく見かけるようになってきました。チャイ

ルドルームが完備され、メニューにもお子さまメ

ニューが印刷されている居酒屋も出てきました。

「大丈夫です。子どもは元気ですから。Jr夜は、
父と子のふれあいの時間ですから。Jrまだ眠くな

いと、子どもが言うから。」等と言って、夜ふか

しをさせている家庭が増えてきました。子どもの

生活は、「遅寝、遅起き、ぐったり!Jになって

います。

また、大人の健康づくりのために開放されてい

る、夜間の学校の体育館においても、幼子を連れ

た状態で夜遅くまで親のスポーツにつき合わせて

いるケースが増えてきました。子どもたちが大人

の夜型生活に入り込んで、不健康になっている状

況や、親が子どもの健康生活のあり方を知らない、

子どもの生活のリズムに合わせてやれないという

「知識のなさ」や「意識の低さ」が、今、問題視

されています。

生活習慣調査でも、幼児でありながら、午後

10時を過ぎて就寝する子が、平成 10年には、国

の調査で 40%いることがわかりました。早稲田

大学前橋研究室の調査においても、平成 17年に

は50%を超える地域がみつかりました。それは、

高知県の土佐山田町や高知市、沖縄県の石垣島の



幼児でした。そして、平成 19年には、なんと

68.5%の地域が確認されました。それは、沖縄県

の那覇市の幼児でした。ちなみに、西の大都会の

大阪市は 49.6%でした。これでは、将来、子ども

たちが生き生きとした形で伸びていくとは思えま

せん。

ところで、平成 20年、文部科学省は、わが国

の中学生の学力テストの結果を発表しました。そ

れを見て驚いたことは、夜 10時以降まで起きて

いる幼児が、かけ離れて多い順に、成績の悪さが

合致していることでした。 沖縄、高知、大阪の順

でした。つまり、幼い頃より、睡眠に問題を生じ

ている子どもは、中学校期に入っても、勉強で良

い結果が残せない・期待できないということで

しょう。

睡眠は、脳を休め、疲れをとるだけでなく、記

憶を整理し、定着させること、脳を育むことです

から、学力との関係がでてくるのです。それくら

い、乳幼児期の睡眠は、脳にとって大切なものな

のです。

昭和 30年代の子どもたちは、午後 8時頃には

寝床につくようにしつけられていました。それは、

幼児期だけでなく、小学校中学年ぐらいまでの目

安だ、ったように思います。 i8時を過ぎたら、大

人の時間」という言葉がよく聞こえていました。

ここで考えなければならないことは、当時の子

どもたちの園や学校における活動の始まる時刻

は、今も変わっていないということです。つまり、

朝の活動開始時刻は以前と変わっていないのに、

寝る時刻が以前より 2時間ほど深夜に向かつてズ

レている子どもたちが増えているということで

す。そうなると、短時間睡眠になるか、睡眠を確

保しようとすれば遅起きとなり、朝のゆとり時間

がなくなって、朝食の欠食が増えてくるわけです。

2 )短時間睡眠の危険性

では、 10時間眠ることができない子はどうな

のか、中でも、 9時間 30分を下回る短時間睡眠

の子どもは、注意集中ができず、イライラする、

じっとしていられなくて歩き回るという行動特徴

に、どんどんチェックが入ります。こんな状況で

は、落ち着いて生活ができないし、園での活動も

きちんと経験できない、小学校にあがっても勉強

に専念できなくなります。
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実際、短時間睡眠で幼児期を過ごした子は、就

学してから、 1時間の授業に集中できません。 10

~20 分たつと、集中力を失ってキョロキョロし、

イライラしてきます。いくら優秀な先生がいらっ

しゃっても、太万打ちができないのです。

短時間睡眠が長く続くと、もっと激しい症状、

いわゆるキレても仕方がない状況、子どもたち

が問題行動を起こしても仕方のない状況が、自然

と出てきます。

ですから、乳幼児期から睡眠を大事にすること

を、園や家庭だけの問題ではなく、社会をあげて、

もっと大切にしていく必要があるのです。

3) ヒトの睡眠と活動のリズム

赤ちゃん時代には、起きて寝て、起きて寝てを

繰り返しながら、 トータルで、睡眠は少なくとも

16時間はとります。そして、だんだん食を進め

て体格ができ、太陽が出ている時間帯に動くよう

になって運動をすると、体力がついてきます。

体力がついてくると、睡眠の部分が減ってきま

す。成長していくと、昼寝をしなくてもすむ、体

力のついた、からだができてきます。つまり、脳

が発達して体力がついてくると、寝なくてもよい

時間が増えてくるのです。

逆に、体力が未熟な子どもは、幼児期の後半~

児童期に入っても、まだまだ昼寝が必要です。や

がて、もっと体力がついてくると、昼寝をしなく

でも、 1日がんばれるようになってきます。成人

をすぎ、高齢になると、体力が弱まってきて、ま

た、日中に数回眠るという状況になります。そう

いう生理的なリズムを、ヒトは原始時代から、太

陽とつき合って生活する中で築き上げ、身につけ

てきたのです。

5歳くらいでは、午後8時くらいには眠りにつ

ける生理的リズムをもっています。夜間は少なく

とも 10時間、昼寝を入れると 11時間くらいは寝

るというからだになるのです。つまり、幼児期は、

夜間にだいたい 10時間は連続した睡眠がとれる

ようになってきます。「午後8時くらいには寝て、

10時間の睡眠がとれるようになること」を頭に

入れておいて下さい。

(2)摂食リズムの乱れの問題

睡眠不足、遅寝・遅起きになると、朝食を充実

したものにできなかったり、欠食したりするよう
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になります。これが、気になることの 2つ日の問

題です。

朝食を抜くと、イライラする、幼児であれば積

み木を放り投げたり、おもちゃを雑に扱ったり、

友だちを後ろから不意にたたいたりする行動が目

立ってきます。

今日、朝食を毎日食べている幼児は、 8割程度

しかいません。私たち大人は、朝・昼・晩と 3食

を食べて生活を支えているわけですが、幼児は

グーンと成長していきますから、子どもが成長す

るためには 3食では足りません。しかも、胃は小

さいし、腸の働きは未だ弱いから、一度に多くの

食を取り込めないので、おやつでその不足分を補

う必要があります。よって、おやつも食事の一部

と考えてほしいのです。

つまり、幼子にとっての食事は、 1 日 4 食~5

食が必要なのです。それなのに、メインの 1食を

抜いている幼児が増えてきたのは心配です。

さらに、もっと問題なことがあります。例えば、

6歳児で 8割の子が朝食を食べていますが、朝に

排便があるのはたった 3割ほどなのです。人聞は

食物を食べると、消化の良い物で、 7~9 時間ほ

どでうんちになります。じっくり消イじしていくと、

24時間前後はかかります。夜間に 10時間ほど眠

るとするならば、夕食で食べたものの中で消化の

よい食物の残りかすは、翌朝にはもう大腸に着い

ています。そして、朝の胃は、空っぽです。その

空っぽの胃に、朝の食べ物が入ると、胃は食べ物

が入ったことを脳に伝えます。すると、今までに

消化吸収された残りかすを出すために、腸が嬬動

運動を始め、食物残漬を押し出そうとします。そ

のときに、腸内に満ちるだけの残りかすのある方

が良くて、大腸に刺激が伝わると、じわじわと押

し出そうとするわけです。

満ちるだけの残りかすをためようと思うと、お

菓子だけでは、腸内に満ちるだけの残りかすによ

る重さと体積がつくれません。内容の良い物を食

べないと、うんちに結びつかないのです。

アンケート調査をすると、朝ご飯を子どもに食

べさせてなくても、「食べた」と答えるような親

の嘘が、ときにみられます。ところが、朝の排便

については、比較的、親は正直に答えてくれます。

朝、うんちの出ないことが、それほど悪いことと

は思っていないからでしょう。したがって、アン

ケートで私が注目しているのは、朝の排便があっ

たかどうかということです。

近年では、排便を家で済ませから、朝をスター

トさせることもできなくなって、体調もスカーッ

としないままの登園になっている子どもが多いわ

けです。これでは、午前中の活動力が低下しでも

不思議ではありません。動きが減ると、 1日の運

動量が少なくなり、体力も高まりません。

(3)運動不足の問題

さて、気になることの 3つ目は、子どもたちの

生活の中で、運動量が激減してきていることです。

例えば、保育園の 5 歳児ですが、昭和 60~62 年は

午前 9時から午後4時までの聞に、だいたい 1万

2 千歩ぐらいは動いていましたが、平成 3~5 年

になると、 7千~8千歩に減ってきました。そして、

平成 10年以降になると、 5千歩台に突入し、今

日では、昭和時代の半分ほどの運動量に激減して

きました。それに、登降園も車利用が多くなって

きましたので、子どもの生活全体の歩数が減って

きて、体力を育むのに必要な運動量が不足してい

ます。

子どもたちの活動の様子をみますと、丸太渡り

や平均台歩行時に足の指が浮いて自分の姿勢(バ

ランス)を保てず、台から落ちてしまう子どもが

観察されます。生活の中でしっかり歩いていれば、

考えられないことです。

走っても、手が振れず、膝をしっかり上げるこ

とができないので、つま先を地面にこすって足を

ヲ|っかけて転んでしまうのです。

また、日ごろから、タトあそびよりも、テレビ・

ビデオ利用が多くなってくると、活動場所の奥行

きや人との距離感を認知する力も未熟となり、空

間認知能力が育っていきません。だから、前や斜

め方向から来る人とぶつかることが多くなるので

す。ぶつかって転びそうになっても、日ごろから

運動不足と多様な動きの経験が少ないために、手

をついてからだを守るという保護動作がでず、顔

面から転んで、しまうのです。

夜型生活の中で、子どもたちが睡眠リズムを乱

していくと、欠食や排便のなさを生じていきます。

その結果、日中の活動力が低下し、動けなくなっ

ていくのです(体力低下)。



2. 自律神経や脳内ホルモンが関与する体温リズ

ム

夜型生活の中で、子どもたちの睡眠リズムが乱

れると、摂食のリズムが崩れて、朝食の欠食・排

便のなさへとつながっていきます。その結果、朝

からねむけやだるさを訴えて午前中の活動力が低

下し、体力低下とともに、自律神経の働きが弱まっ

て昼夜の体温リズムが乱れてきます。

そこで、体温が 36度台に収まらない、いわゆ

る体温調節のできない「高体温」ゃ「低体温」の

子ども、体温リズムがずれ、朝に体温が低くて動

けず、夜に体温が高まって動きだすといった子ど

もたちが見られるようになってくるのです。

そこで、体温リズムのことを知っていただくと、

子どもの生活、とくに保育や教育に役立つ基本理

論や明確に知られていなかったことの根拠がわ

かってきますので、体温の話をさせていただきま

す。

(1 )加齢に伴う体温リズムの変化

乳幼児期には、体温調節機能が未発達であるた

めに、外部環境の影響を受けて、体温は変動しま

す。一般に、生後3日間ぐらいは、比較的高温の

時期が見られ、漸次下降して、 100日を過ぎると、

およそ 37'Cから、それ以下となり、 120日ぐらい

で安定します。そして、 2 歳~3 歳頃より、生理

的な日内変動がみられ、 l日のうちに、 0.6~ 1.0'C 

の変動を示すようになります。

日常生活では、体温は一般に午前 3時頃の夜中

に最も低くなり、昼の午後4時頃に最高となる一

定のサイクルが築かれます。このような日内変動

は、ヒトが長い年月をかけて獲得した生体リズム

の一つです。例えば、午後4時前後の放課後の時

間帯は、最も動きやすくなる時間帯で、子どもた

ちの「あそびや学ぴのゴールデンタイム」と、私

は呼んでいます。自分の興味や関心のあるものを

見つけて、例えば、自然や動物とでもいいです、

スポーツごっこでもいいです。それらに熱中して、

時を忘れて遊び込む時間帯なのです。このときの

熱中と挑戦、創造と実践の経験で、子どもたちは、

グーンと伸びるのです。

ところで、生活が夜型化している子どもの体温

リズムは、普通の体温リズムから数時間後ろへず

れ込んでいます。朝は、本来なら眠っているとき
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の体温で、起こされて活動を開始しなければなら

ないため、体温は低いまま、からだが目覚めず、

動きは鈍くなっているのです。逆に、夜になって

も、体温が高いため、なかなか寝つけないという

悪循環になっています。

このズレた体温リズムをもとにもどすことが、

生活リズム向上戦略のポイントとなります。その

有効な方法を 2つ紹介しますと、①朝、太陽の陽

光を、子どもに浴びさせることと、②日中に運動

をさせることです。

(2)低体温のからだへの影響

朝、起きて体温が低いということは、からだが

起きている状態ではないということ、脳も覚醒し

ていない状態で活動を始めなければならないとい

うことです。したがって、いろいろな活動をして

も、無気力でやる気が出ず、実際に覚えきれなかっ

たり、やりきれなかったりするわけです。ウォー

ミングアップができていないということです。

あわせて、朝食の欠食をし、日中に運動が足り

ないと、筋肉運動をして熱を生み出す産熱や、汗

をかいて余分の熱を放散する放熱の経験が少なく

なり、これでは自律神経が鍛えられず、体温は適

切にコントロールされなくなって、夜の眠りも浅

くなります。

(3)体温リズム改善の方法

体温リズムの改善には、「早寝・早起き」が基

本となります。また、夜型化した子どもたちの起

床や朝食開始の遅れを防止する具体策は、就寝時

刻を現状よりも 1時間ほど早めることです。これ

によって、充実した生活を体験させるために必須

の条件である朝食の摂取と朝の排便が可能とな

り、登園後の生活の中で、子どもたちは情緒の安

定と対人関係の充実をより一層図っていくことが

できるようになるでしょう。

そして、まずは朝食を食べさせて、子どもたち

を戸外に出し、外の空気や温度にふれさせること、

あわせて、日中の運動体験の機会をしっかりもた

せることが大切です。これが、体温を上げ、自律

神経の働きを良くすることと夕食への食欲増進に

つながっていきます。

とくに、午後の戸外あそび時間を増やして運動

量を増加させることは、心地よい疲れを誘発させ

ることになり、あわせて、だらだらと遅くまでテ
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レビやビデオを見せず、健康的な視聴をさせるよ

うに心がけることが、就寝を早めて、生活リズム

を向上させることに、極めて有効に働きます。

今日、午後 10時を過ぎて就寝している幼児の

割合が約 4割を超えるわが国の現状は、国家的な

危機です。

(4)体温リズムから学ぶ子ども本来の生活のあ

り方

1)生体リズムに関与する脳内ホルモン

ヒトが夜に眠り、朝に起きて活動を行うために

は、脳内に分泌されるホルモンの働きがしっかり

していなければなりません。夜中には、眠るため

の松呆体ホルモン(メラトニン)が出され、朝に

は活動に備え、元気や意欲を引き出すホルモン(コ

ルチゾールや s-エンドルフイン等)が分泌され

なければ、眠ることや起きて元気に活動すること

はできないのです。

これらのホルモンの分泌時間のリズムや量が乱

れると、脳の温度の調節もできず、時差ぼけと同

じような症状を訴え、何をするにしても意欲がわ

かなくなります。健康な状態では、睡眠を促すメ

ラトニンの分泌が、午前 O時頃にピークとなり、

脳内温度が低下します。ですから、神経細胞の休

養が得られ、子どもたちは、良好な睡眠がとれる

のです。

2)午睡の役割

午前中に遊びこんだ子どもの脳温は高まり、そ

の勢いでオーバーヒート気味になります。これを

防ぐために、脳を休める昼寝(午睡)があるので

す。体力がついてくると、寝なくても大丈夫になっ

てきますが、まだまだ大脳の働きが弱く、体力レ

ベルの弱い子どもには、脳温を一時下げて通常の

体温リズムにもどす、言い換えれば、脳を休める

昼寝(午睡)が必要なのです。

もし、一律に午睡を排除すると、体力レベルの

低い子どもは、脳温のコントロールができなく

なっていきます。夜に早く眠らせるために、午睡

をさせないようにすると、計算的には昼間の睡眠

がなくなるわけですから、夜に早目の就寝が期待

されますが、それは大脳機能が未熟な上に、必要

な時間帯にクールダウン(体温調節)をさせても

らえないわけですから、のちのち自律神経の機能

低下やホルモンの分泌リズムを乱す誘因にもなっ

ていくことが懸念されます。

したがって、幼い幼児期においては、午前中の

あそびで生じた脳温の高まりを、まずはオーバー

ヒートしないように下げる午睡を大切にしていく

ことが必要ですし、体力レベルの高まった子ども

に対しては、無理に寝ささなくてもいいけれども、

脳を休憩させる静かな時間「クワイエットタイム」

の確保をお勧めします。

3)睡眠と覚醒のリズムがさらに乱れると、どう

なるのか

睡眠と覚醒のリズムが乱れ、生体のリズムが崩

れると、これらホルモンの働きが悪くなり、分泌

の時間帯も乱れて、体温調節がさらにできなくな

ります。

結果的に、夜間は脳の温度が下がらず、神経細

胞が休養できず、睡眠時間は長くなっていきます。

したがって、朝起きられなかったり、いくら長く

寝てもすっきりしなかったりするのです。当然、

朝、起きることができず、午後になって、やっと

コルチゾールや s-エンドルフインが分泌される

と、体温が上がり始めて少し元気が出てくるとい

うわけです。もちろん、能力としては極端に低下

していますので、結果的には、疲れやすさや持久

力低下、集中力低下、ぼんやり・イライラ・無気

力・不安・うつ状態を引き起こしていきます。

また、近年は、幼児期からいろいろな種類の習

い事ごとが増え、脳が処理すべき情報量の増加と

それに反比例した睡眠時間の減少が、子どもたち

の持続的な緊張状態をっくり上げています。学力

を高めようと願うと、学んだ内容の記憶を整理し、

定着させてくれる睡眠を疎かにはできないのです

が、睡眠時間だけはますます短くなり、疲労回復

もできず、能力は極端に低下しています。

そして、将来、進学する過程の中で、勉強に全

く集中できず、何も頭に入らなくなり、日常生活

も困難となって、家に閉じこもるようにもなって

いくでしょう O

3.運動の必要性:一点突破と親子ふれあい体操

のススメ

子どもたちの脳や自律神経がしっかり働くよう

にするためには，まずは，子どもにとっての基本

的な生活習慣を，大人たちが大切にしていくこと

が基本です。



そして，自律神経の働きを，より高めていくた

めには，

①子どもたちを、室内から戸外に出して，いろい

ろな環境温度に対する適応力や対応力をつけさ

せること O

②安全なあそび場で，必死に動いたり，対応した

りする「人と関わる運動あそび」をしっかり経

験させること。つまり，安全ながらも架空の緊

急事態の中で，必死感のある運動の経験をさせ

ること。具体的な運動例をあげるならば，鬼ごっ

こや転がしドッジボール等の楽しく必死に行う

集団あそびが有効で、しよう。

③運動(筋肉活動)を通して，血液循環が良くなっ

て産熱をしたり(体温を上げる)，汗をかいて

放熱したり(体温を下げる)して，体温調節機

能を活性化させる刺激が有効です。

(1 )一点突破・全面改善の策

日中に運動をしなかったら、生活のリズムはど

うなるのでしょうか?生活は、一日のサイクルで

つながっていますので、生活習慣(生活時間)の

一つが悪くなると、他の生活時間もどんどん崩れ

ていきます。

逆に、生活習慣(時間)の一つが改善できると、

次第にほかのことも良くなっていきます。つまり、

日中、太陽の出ている時間帯に、しっかりからだ

を動かして遊んだり、運動をしたりすると、お腹

がすき、夕飯が早くほしいし、心地よく疲れて早

めの就寝へと向かいます。早く寝ると、翌朝、早

く起きることが可能となり、続いて、朝食の開始

や登園時刻も早くなります。朝ごはんをしっかり

食べる時聞があるため、エネルギーも得て、さら

に体温を高めたウォーミングアップした状態で、

日中の活動が開始できるようになり、良い循環と

なります。

生活を整えようと思うと、朝の光刺激と、何よ

りも日中の運動あそびでの切り込みは有効です。

あきらめないで、問題改善の目標を一つに絞り、

一つずつ改善に向けて取り組んでいきましょう。

必ずよくなっていきます。

「一点突破、全面改善」を合言葉に、がんばっ

ていきましょう O

(2)親子ふれあい体操のススメ

幼いときから、保護者から離れて生活すること
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が多いと、愛情に飢えるのもわかります。親の方

も、子どもから離れすぎると、愛情が維持できな

くなり、子を愛おしく思えなくなっていきます。

便利さや時間の効率性を重視するあまり、徒歩

通園から車通園に変え、親子のふれあいや歩くと

いう運動量確保の時聞が減っていき、コミュニ

ケーションが少なくなり、体力低下や外界環境に

対する適応力、自律神経の機能を低下させていま

す。テレビやビデオの使いすぎも、対人関係能力

や言葉の発達を遅らせ、コミュニケーションのと

れない子ども、空間認知能力の弱い子どもにして

います。

ここは、腰を据えて、乳幼児期から親子のふれ

あいがしっかりもてて、かっ、からだにも良いこ

とを実践していかねばならないでしょう。そこで、

提案があります。それは、「親子体操」という親

子で簡単にできる運動の実践です。

まずは、親子で遊んだり、体操をしたりする機

会を設けるのです。親子いっしょに汗をかいてく

ださい。自律神経の働きが良くなり、体力向上に

もつながります(体力低下の予防策)。

子どもに、親を独り占めにできる時間をもたせ

てください。子どもの心の居場所を作ってあげて

ください(心の問題予防策)。親の方も、子ども

の動きを見て、成長を感じ、喜びを感じられるこ

とでしょう。

他の家族といっしょに、みんなで活動すると、

見とり学習やまねっこが始まります。模倣は、知

的面の向上のはじめの一歩です(学力低下の予防

策)。友だちが工夫したおもしろい動きをしてい

たら、参考にしてください。子どもががんばって

いることをしっかりほめて、自信をもたせてくだ

さい。子どもにも、動きを考えさせて創造性を培っ

てください。

つまり、動くことでお腹がすき、食事が進みま

す。夜には、心地よい疲れをもたらしてくれ、ぐっ

すり眠れます。親子体操の実践は、食事や睡眠の

問題改善にしっかりつながっていきます(生活リ

ズムの整調)。

こんな体験をもたせてもらった子どもは、きっ

と勉強や運動にも楽しく取り組んで健康になり、

さらに社会の人々とのコミュニケーションがしっ

かりとれる若者に成長していくはずです。
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子どもの健全育成のためには、急がば回れ、乳

幼児期から「ふれあい体操」を大切にしていきま

せんか。

4. まとめ

睡眠リズムが乱れ、運動不足になり、食事が不

規則になると、メラトニンという脳内ホルモンの

分泌の時間帯がずれてきます。また、朝、起こし

てくれるホルモンが出なくなり、起きられません。

つまり、寝ているわけですから、日中、家に引き

こもって、学校に行けない状態になるわけです。

また、脳温を高め、意欲や元気を出させてくれ

るホルモンが、ずれて夕方くらいから分泌される

ようになると、夜に活動のピークがくるというよ

うな変なリズムになってしまいます。言い換えれ

ば、朝、起床できず、日中に活動できない、夜は

ぐっすり眠れない、という生活になっていきます。

こういう状態になってくると、夜間外出が増え

るとともに、子どもたちは、体調の不調を起こし

て、精神不安定にも陥りやすくなって、勉強どこ

ろではありません。学力低下や体力低下、心の問

題を引き起こすようになっていきます。

つまり、睡眠、食事、運動の機会が子どもたち

の生活に保障されないと、自律神経の働きが悪く

なって、オートマチィックにからだを守ることが

できなくなるのです。意欲もわかず、自発的に、

自主的に行動できなくなっていくのです。教育の

世界で言う「生きる力」は、医学で言うと「自律

神経の機能」のことなのでしょう。ぜひ、子ども

たちの「睡眠」、「食事」、「運動」というものを、

大切に考える大人たちが、わが国にはもっともっ

と必要です。

もし、自律神経の機能低下を生じたならば、運

動療法をお勧めします。何も、スポーツをしろと

いうのではないのです。スポーツができるくらい

た、ったら、問題はありません。自律神経の機能低

下を生じると、動こうという意欲すらもてなくな

るのです。散歩ゃからだ動かしに誘いながら、お

なかがすき、そして、眠れるように、ゆっくり動

くことに導くのです。
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<報告>

第 13回世界レジャー会議報告

師岡文男 l

A Report on 13th World Leisure Congress 

Fumio Morooka 1 

2014年9月7日(日)~ 12日(金)、映画「フォ

レストガンプ」のロケ地で有名になったアメリ

カ合衆国アラパマ州モービルベイ (MobileBay) 

のコンペンションセンターと南アラパマ大学

(University of South Alabama)で「第 11回世界レ

ジャー会議」が開催された。期間中、アメリカ合

衆国スポーツアカデミーの見学も行われた。

開会式

この会議は、 1970年に「レジャー憲章」を

制定し、現在国連のレジャー問題アドバイ

ザーを務める世界レジャー機構 (WorldLeisure 

Organization : WLO : 1956年創立の lRA国際レク

リエーション協会 1973年WLRA世界レジャー・

レクリエーション協会に改名、がその前身。 2007

年に現在の組織名に改称)が原則 2年に 1度開催

する世界最大のレジャー・レクリエーションの国

際会議で、第 l回大会がシャトーレイク・ルイー

ズ(カナダ)で開催されて以来、第 2回シドニー

(オーストラリア)、第 3回ジャイプール(イン

1 上智大学 Sophia University 

ド)、第 4回カーデイフ(英国)、第 5回サンパウ

ロ(ブラジル)、第 6回ピルパオ(スペイン)、第

7回クアラルンプール(マレーシア)、第8回ブリ

スベン(オーストラリア)、第9回杭州市(中国)、

第 10回ケベック(カナダ)、第 11回チユンチョ

ン(韓国)、第 12回リミニ(イタリア)と回を重

ねてきた。

アメリカでの開催は会議名が改称されてから初

めてとなる。総合テーマは「人類の現状の改善」

で、 6日間日替わりのサブテーマが下記のように

掲げられた。

第 1日 Healthand Wellness 

第2日 EconomicDevelopment 

第 3日 EnvironmentalStewardship 

第4日 EmergingTechnologies 

第 5B Arts， Culture， Sports and Recreation 

第 6日 BuildingA Livable City 

期間中、 7人のキーノート・スピーチと 273題

の論文発表、 58のポスター発表、 17団体のブー

ス展示が実施された。今回日本からは約 20名の

参加があり、日本レジャー・レクリエーション学

会の田中伸彦理事(東海大学教授)はじめ 12名の

方々が論文発表とポスター発表を行った(世界レ

ジャー機構の websiteに抄録が掲載されている)0

なお、世界レジャー機関は、今後下記の世界レ

ジャー会議の開催を決定している他、第 3回ワー

ルド・レジャー・ゲームズをマカオで 2019年に

開催する予定である。
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閉会式(次回開催地南アフリカ ダーパン市の

代表に WLO旗の授与)

2016年第 14回世界レジャー会議

南アフリカ ダーパン市 (Durban)6/27-30 

2018年 第 15回世界レジャー会議

ブラジル サンパウロ市 (SaoPaulo) 

1964 年 10 月 2 日 ~7 日に大阪・京都で世界レ

クリエーション大会を開催して以来、日本で大規

模な国際レジャー・レクリエーション研究大会は

開催されていない。日本のレジャー・レクリエー

ション研究の質の向上と国際化のために、アジア

ですでに 4回も開催された世界レジ、ヤー会議を近

い将来日本で開催することが望まれる O 筆者は関

係団体と 2020年に仙台か東京での開催を目指し

たが、最終段階で自治体の了承が得られなかった。

今後、 2022年、 2024年の開催を目指して誘致活

動を継続していく予定である O

<参考URL>
世界レジ、ヤ}機構 (WLO) www.worldleisure.org 
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日本レジャー・レクリ工ーション学会会則

〈第 1章総則〉
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第1条 本会を日本レジャー・レクリエーション学会(英語名:Japan Socienty of Leisure and Recreation 

Studies) という。

第2条 本会の目的は、レジャー・レクリエーションに関する調査研究を促進し、レジャー・レクリエー

ションの普及・発展に寄与する。

第3条本会の事務局は、東京都世田谷区桜丘 1-1 -1 東京農業大学地域環境科学部造園学科観光

レクリエーション研究室内に置く。

〈第 2章事業〉
第4条 本会は第 2条の目的を達するため、次の事業を行う。

(1) 学会大会の開催

(2) 研究会・講演会等の開催

(3) 学会誌の発行ならびにその他の情報活動

(4) 研究の助成

(5) 内外の諸国体との連絡と情報の交換

(6) 会員相互の親睦

(7) その他本会の目的に資する事業

第5条学会大会は、毎年 1回以上開催し、研究成果を発表する。

〈第 3章会員〉
第6条 本会は正会員の他、賛助会員、購読会員、学生会員、および名誉会員を置くことができる。

(1)正会員は第 2条の目的に賛同し、正会員の推薦および、理事会の承認を得て、規定の入会金お

よび会費を納入した者とする。

(2) 賛助会員は、本会の事業に財政的援助をなした者で理事会の承認を得た者とする。

(3) 購読会員は、本会の学会誌を購読する機関・団体とする。

(4) 名誉会員は、本会に特別に貢献のあった者で、理事会の推薦を経て総会で承認された者とする。

(5) 学生会員に関しては、別に定める。

第7条 会員は、本会の編集・発行する学会誌等の配布を受け本会の営む事業に参加することができる。

第8条 会員にして会費の納入を怠った者および会の名誉を段損した者は、理事会の議を経て会員として

の資格を停止されることがある。

第9条 会員は原則として、いずれかの支部に所属するものとする。

〈第4章役員〉
第 10条 本会を運営するために、役員選出規則により正会員の中から次の役員を選ぶ。理事 25名以上

30名以内(内会長 1名、副会長若干名、および理事長 1名)、監事2名

第11条会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時、または会長が欠けたときは、会長が予め指名

した順序により会務を代行する O

3. 理事長は、理事会を総括し、理事は会務を執行する O

4. 監事は、会計および会務の執行状況について監査する。
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第 12条役員の任期は 3年とする。但し、再任を妨げない。役員の選出についての規則は別に定める。

第13条本会に名誉会長および顧問を置くことができる。

2. 顧問は、本会の会長または副会長であった者および本会に功労のあった者のうちから理事会の

推薦により会長が委嘱する。

〈第 5章会議 〉
第 14条本会の会議は、総会および理事会とする。

第 15条 総会は、毎年 I回開催し本会の運営に関する重要事項を審議決定する。

総会は、会長が招集し、当日の出席正会員をもって構成する。

議事(会則改正を除く)は、出席者の過半数をもって、決定される。

第 16条 理事会が必要と認めた場合、もしくは正会員の 1/3以上の開催請求があった場合、臨時総会

を聞くことができる。

第17条理事会は理事長が招集し、幹事若干名および事務局員を選出し、会務を処理する。理事会は、

運営の円滑化をはかるため、常任理事会を置くことができる。

〈第 6章 支部および専門分科会〉
第四条 本会の事業を推進するために、支部ならびに専門分科会を置くことができる。

支部ならびに専門分科会についての規則は別に定める。

〈第7章会計 〉
第四条 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもって支弁する。

第20条会員の会費は次の通りとする。

(I)入会金 2，000円(学生会員の申込者は免除)

(2) 正会員年度額 8，000円

(3) 賛助会員 。 20，000円以上

(4)購読会員 ク 8，000円

(5) 学生会員 ク 正会員の半額

第21条 本会の会計年度は毎年 4月に始まり、翌年 3月に終わる。

附則
1.本会の会則は、総会において出席正会員の 2/3以上を得た議決により変更することができる。

2. 本会則は、昭和 46年3月21日より施行する。

附則
本会則は、昭和 46年 3月21日より一部改訂する。

本会則は、昭和 51年 5月 1日より一部改訂する。

本会則は、昭和 55年 5月 11日より一部改訂する。

本会則は、昭和 56年 11月 8日より一部改訂する O

本会則は、昭和 57年 6月 12日より一部改訂する O

本会則は、昭和 58年 10月30日より一部改訂する O

本会則は、昭和 59年 6月 9日より一部改訂する。

本会則は、昭和 62年 10月 17日より一部改訂する。

本会則は、平成 3年 11月 10日より一部改訂する O



本会則は、平成 5年10月17日より一部改訂する。

本会則は、平成 8年11月24日より一部改訂する。

本会則は、平成 10年 11月23日より一部改訂する。

本会則は、平成 17年12月10日より一部改訂する。

本会則は、平成 18年 12月 3日より一部改訂する O

本会則は、平成 21年 11月29日より一部改訂する O

本会則は、平成 23年11月20日より一部改訂する。

53 
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日本レジャー・レクリエーション学会

理事会の運営に関する規程

昭和 57年 6月12日制定

昭和田年 10月30日改訂

平成 7年 12月10日改訂

平成 11年 4月26日改訂

平成 24年 11月18日改訂

1.会則第 17条の規定により、理事会の運営は、会則に定められているほか、この規程に基づいて行うも

のとする O

2.理事会は、原則として年に 1回以上開催するものとし、理事長がその議長となる O

3.理事会の招集に当たっては、書面によって付議事項を明示しなければならない。

4.理事会は、理事の過半数の出席により成立し、議決は出席者の 2分の 1以上の賛成を必要とする。

ただし、表決に当たっては、予め書面(署名捺印)を以って当該議事に対する意向を表示した者を、

出席者とみなす。

5.常任理事会の構成および業務は次のとおりとする。

(1)常任理事会構成員は若干名とする。

(2)常任理事会は、理事会の決定の方針にもとづき、日常業務の執行にあたる O

(3)常任理事会の議事録(概要)はできるだけすみやかに各理事に送付するものとする。

6.理事会は、業務を遂行するために次のような専門委員会を置く

(1)総務、 (2)財務、 (3)研究企画、 (4)編集、 (5)Web、(6)広報渉外、 (7)国際、 (8)学会賞選考

また専門委員会の委員は、理事会の承認を得て必要により会員の中から委嘱することができる。ただ

し当該専門委員の理事会への出席はできない。

7.理事会には、専門的に研究、調査および審議を必要とするような場合には、特別委員会には、理事以

外の適任者を委嘱することができるがその人選は理事会の承認を必要とする。

8. その他理事会の運営に必要な事項は、理事会で決定することができるものとする。



日本レジャー・レクリ工ーション学会

専門分科会設置に関する規程
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昭和 57年 6月12日制定

平成 7年12月 10日改訂

1.会則第四条規定により、本会会員が専門分科会を設置しようとする場合は、この規程に基づいて行う

ものとする。

2.専門分科会の設置は、原則として研究分野を同じくする本学会正会員 20名以上の要請があった場合と

する O

3.専門分科会の設置を求めようとする正会員は下記により本学会会長に申請するものとする。

1.設立経過および主旨 2.名称

3.発起人代表者 4.発起人名簿

5.連絡事務所 6.その他

4.専門分科会は次の事項について各年度ごとに本部に報告する。

1.活動状況の概要 2.その他必要と認められる事項
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日本レジャー・レクリ工ーション学会

支部に関する規程

昭和 56年11月 8日制定

1.本学会会員が、支部を設けようとする場合には、下記により、本学会会長に申請し、理事会の議を経

て総会の承認をえるものとする。

1.設立の経過概要 2.名称

3. 支部長および役員 4. 会則

5.会員名簿 6.その他

2. 各支部の運営は、本部との関係については本規程に従って行われるが、その他の事項については各支

部規則においてこれを定めるものとする。

3. 支部は原則として隣接する地域に在勤または在住する本会正会員 20名以上をもって構成する。

4.支部運営のため経費は支部会費によって賄うものとする。支部会費の額は各支部毎に決定するものと

する。

5. 支部の次の事項について各年度こ、とに本部に報告する。

1.役員の変更 2.活動状況の概要

3.その他必要と認められる事項
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日本レジャー・レクリエーション学会 役員選出細則設置の趣旨

“学会の活性化"と“学会の継続性"とのバランスから、次の項目について配慮した:

1)理事役員の半舷上陸という観点から、理事総数の半数にあたる 15名を正会員による直接選挙(順位

標記の 5名連記による無記名投票)とした

2) 改選前理事 10名を、現行理事会での互選とした

3) 学会運営の強化を計るために、理事長推薦理事5名以内を設けた

4) 会長、副会長、監事は、選挙後初めての理事会で選出することとした

5) 会長、副会長は理事以外からの選出ができることとした

6) 理事長は、新役員に選出された理事 (25名)により、選挙後初めての理事会で互選により選出する

こととした

7)被選挙権及び理事就任については、辞退を認めた

8) 役員の欠員に対し、補充選挙は行わないこととした

(会長については本則に従い、理事については補充選挙は行わない)

9) 選挙管理委員会を設置し、その委員会 (5名)の推薦を理事会とした

10)会則の改正(第 10条)を必要することとなった

ll)学会の活性化の側面的効果として、選挙権(人)及び被選挙権(人)の確認事項により、正会員に手

続きの明確化をはかった(会費手続き期日の指定)
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日本レジャー・レクリ工ーション学会役員選出細則

(趣旨)

第l条 この細則は、会則第 12条に規定する役員の選出に関し、必要な事項を定める。

(選出の時期)

第2条 すべて役員の選出は、その任期の前年のうちに行わなければならない。

(選出の種別と人数)

第3条 この細則により選出される役員の種別と人数は、会則第 10条の規定により次の通りとする。

(1)会長 1名

(2)副会長 若干名

(3) 理 事 25名以上 30名以内

(4)監事 2名

(資格の制限)

第4条 選挙権、被選挙権は、選挙実施前年の 12月31日までに正会員としての資格を有し選挙実施年の

6月30日現在、当該年度の会費を納めている正会員とする。ただし 6月30日以降に正会員の資

格を失った者を除く O

2 被選挙権の辞退は認めるが、あらかじめ選挙管理委員会に文書で選挙公示後 10日以内に届け出

るものとする。

(選出の形態)

第5条 会長、副会長、監事、現行理事から選出される理事(以下「改選前理事」という。)及び理事長

推薦理事を除く役員は、正会員の直接選挙により選出する。

(選出の方法)

第6条役員の選出方法は、次の通りとする。

(1)会長、副会長、監事は、初めての理事会において選出する。

(2) 理事のうち、新理事 15名を正会員による順位標記の 5名連記で、郵送による直接無記名

投票とし、改選前理事 10名を現行理事会での互選とし、新理事長による推薦理事5名以

内を新理事長の任命によって選出する。

2 会長、副会長は、理事以外からの選出ができる。ただし理事以外から選出された会長、副会長は、

就任と同時に速やかに会則第 10条の規定により理事となる。

3 改選前理事は、新理事の選挙の前に選出し公表する。改選前理事に選出されない現行理事も細則

第4条の規定を満たす限り新理事としての被選挙権を有する。

4 理事長は、新役員に選出された理事 (25名)による初めての理事会での互選による。

(投票の有効性)

第7条投票のうち次のものは、無効とする。

(1)規定用紙以外のもの

(2) 定数を越えて記入したものは、その区分全部

(3) 氏名以外の文字または記号を記入したものは全部
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(当選の決定)

第 8条 選挙による新理事 (15名)の決定は、有効投票の最多得票者から 15名とする。ただし同点者が

ある場合は、順位標記による総得点の高得点者とし、なお同点の場合は順次高順位ごとの得票数

の多い者とする O

理事就任時に辞退者があるときは、次点者を繰り上げる。次点者に同点者があるときも同じ得点

の算定による。順位ごとの得票数によっても同点のときは選挙管理委員会で推薦決定する O

2 順位標記による得点の算定は、高順位 l位を 5点とし順次下位を減数し 5位を l点として積算す

るO

(辞退の届出)

第9条 選挙により選出された新理事が、その就任を辞退しようとする時は、通知が到着した日から 5日

以内に正当な理由を示して選挙管理委員長に届け出なければならない。

(補充選挙)

第 10条 任期途中において役員に欠員が生じても、補充選挙は行わない。

(選挙管理委員会)

第 11条 役員(会長、副会長、監事、改選前理事、理事長推薦理事を除く)の選挙を実施するため、選

挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、 5名をもって構成する O

3 委員の選出は、理事会の推薦による。

4 委員の任期は、当該役員選挙年度の 5月 1日から次期役員選挙年度の 4月30日までの 3年間と

する。

5 委員会に委員長を置く。委員長は、委員の中から互選する O 委員長は、この細則にしたがって

選挙を執行する責任と権限を持つものとする。

6 委員会は、投票の期日、方法等を選挙の 1ヵ月以前に、公示しなければならない。

7 委員会は、順位区分 (1 位~5位)を明らかにした氏名記入用投票用紙を作成する。

8 委員会は、被選挙人名簿及び投票用紙を、選挙の 14日以前に正会員届け出住所に送付しなけれ

ばならない0

9 委員会は、投票数が決定したとき投票数順に上位 30位までの一覧表を作成し確認印を押し、そ

の結果を公示するとともに、理事会に報告する。

(細則の改廃)

第 12条 この細則の改廃は、理事会の過半数の賛成を得て総会の議決による O

2 この細則の変更は、会則の変更に準ずるものとする O

附則

1 この細則は、平成 10年度の役員改選から適用する。

2 この細則は、平成 8年 11月24日から施行し、従来の役員選出内規及び申し合わせ事項は廃止

する。

附則

この細則は、平成 18年 12月3日から一部改訂する O
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日本レジャー・レクリ工ーション学会

現行理事会から選出される理事の選出に関する申し合わせ

(趣旨)

第 1条 本学会の役員選出細則第 6条第 1項第 2号の規定により現行理事会から選出される理事(以下「改

選前理事」という。)の選出にあたり、この申し合わせを定める。

(選出の時期)

第2条 改選前理事の選出は、役員改選前年度の最初に開催される理事会以前とする。

(選出の形態)

第3条 改選前理事の選出の形態は、現行理事による直接選挙とする。

(選出の方法)

第4条 改選前理事の選出の方法は、現行理事による順位標記の 10名連記で、郵送による直接無記名投

票による O

(投票の有効性)

第5条投票のうち次のものは、無効とする。

(1)規定用紙以外のもの

(2) 定数を越えて記入したものは、その区分全部

(3) 氏名以外の文字または記号を記入したものは全部

(当選の決定)

第6条 改選前理事の当選の決定は、改選前理事選出理事会(役員改選前年度の最初に開催される理事会)

において郵便投票を開票し決定する O

2 改選前理事(10名)の決定は、有効投票の最多得票者から 10名とする。ただし同点者がある場

合は、順位標記による総得点、の最高得点者とし、なお同点の場合は順次高順位ごとの得票数の多

い者とする。

理事就任時に辞退者があるときは、次点者を繰り上げる。次点者に同点者があるときも同じ得点

の算定による。順位ごとの得票数によって同点のときは、役員改選前年度の最初に開催される理

事会において、出席者の投票により決定する。

3 順位標記による得点の算定は、高順位 1位を 10点とし順次下位を減数し 10位を 1点として積算

する O

(選挙管理)

第7条選挙管理事務は、事務局が行う O

附則

(施行期日)

1.期日の申し合わせは、平成 10年度の役員改選から適用する。

2. この申し合わせは、平成 9年5月26日から施行する。

3. 第2条の規定に関わらず、平成 10年度の役員改選に伴う改選前理事の選出の時期は、役員改選前

年度の最初に開催される理事会以前でなくてもよいものとする。
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日本レジャー・レクリエーション学会

新役員に選出された理事(25名)による理事長の選出に関する申し合わせ

(趣旨)

第1条 本学会の役員選出細則第 6条第4項の規定により選出される理事長の選出にあたり、この申し合

わせを定める O

(選出の時期)

第2条 理事長の選出は、現行会長により招集される役員改選後の最初に開催される理事会(以下「新理

事会」という。)において互選する O

2 理事長が選出されるまでは、新理事会の議長は現行会長が暫定議長となる。

(選出の方法)

第3条 理事長の選出の方法は、現行会長及び会長、副会長、監事の選出に関する申し合わせ第 2条によ

り構成されている候補者選定委員会の意見を聴収し審議・決定する O

附則

(施行期日)

しこの申し合わせは、平成 10年度の役員改選から適用する。

2. この申し合わせは、平成 9年5月26日から施行する。
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会長、副会長、監事の選出に関する申し合わせ

(趣旨)

第 1条 本学会の役員選出細則第 6条第 1項第 1号の規定により選出される会長、副会長、監事の選出に

あたり、この申し合わせを定める O

(候補者の選定)

第2条 会長、副会長、監事の候補者の選定は、役員改選後の最初に開催される理事会(以下「新理事会」

という。)以前に、現行の会長、副会長、理事長、及び常任理事会で選任された常任理事若干名

を含む 7名により候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を構成し、それぞれ複数の候補

者を選定する。

2 委員会は現行会長が招集し、委員長は初回の委員会において互選とし、委員長が議長となり以後

の委員会を必要に応じ招集する。

(候補者の推薦)

第3条 会長、副会長、監事の候補者の推薦は、委員会が新理事会に推薦する O

(選出の形態)

第4条 会長、副会長、監事の選出の形態は、委員会の報告に基づき新理事会により審議・決定する。

(選出の方法)

第5条 会長、副会長、監事の選出の方法は、最初の新理事会において新理事による単記の直接無記名投

票による。

2 新理事が最初の新理事会に欠席する場合は、前項の投票は郵便による投票ができる。

(当選の決定)

第6条 会長、副会長、監事の当選の決定は、それぞれ有効投票の最多得票者からとする O ただし同点の

場合は、委員会の推薦により決定する。

附則

(施行期日)

1. この申し合わせは、平成 10年度の役員改選から適用する。

2. この申し合わせは、平成 9年 5月26日から施行する O



日本レジャー・レクリ工ーション学会

役員選出方法及びプロセス(図説)

〔注〕図説中の①~⑤の数字は、新役員の選出される順序を示す。

新役 員

役員の種別
副会長

(若干名)

会長

(1名)

理 事

(25名以上 30名以内)

選出母体及び

遣血主主

ト」
新理 事 会

理事 25名による推薦

.. 

! 

新理事長

[改選前理事選出投票用紙[a]] 

学会会則第10条及び第12条、役員
選出細則第6条第1項第2号、現行理
事から選出される理事の選出に関す
る申し合わせ第4条、の各規定による
「改選前理事J10名の選出投票用紙
[ a ] (順位標記の10名連記)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

理事 25名による互選

〈各役員選挙投票用紙〉

[新理事選出投票用紙[b]] 

学会会則第10条及ぴ第12条、
役員選出細則第6条第1項第2号、
の各規定による正会員による新
理事15名の選出投票用紙[b ] 
(順位標記の5名連記)

[会長、副会長、監事選出投票用紙[cII 
学会会則第10条及び第12条、役

員選出細則第6条第1項第1号、会
長、副会長、監事の選出に関する申
し合わせ第5条第1項及び第2項、
の各規定による会長(1名)、副会長
(若干名)、監事(2名)の選出投票用
紙[c ] (無記名単記)

会長

副会長

監事
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1.投稿資格

「レジャー・レクリエーション研究」投稿規程

昭和 46年 3月21日制定

昭和 57年 6月12日改訂

昭和 58年 7月 1日改訂

平成元年 2月 2日改訂

平成 8年 4月 1日改訂

平成 15年 2月 8日改訂

平成 20年 11月29日改訂

平成 24年 11月 18日改訂

本誌に寄稿できる原稿の筆頭著者は、本学会々員に限る。但し、編集委員会が認めた場合は、この限り

でない。

2.著作権

(I)投稿された原稿の著作権は日本レジャー・レクリエーション学会に帰属する O

(2) 日本レジャー・レクリエーション学会(以下、甲とする)は、個別の〔共〕著者(以下、乙とする)

に対し、甲が著作権を有する著作物『レジャー・レクリエーション研究jのうち、乙の執筆になる

論文等を以下の態様で利用すること(乙自身による利用、乙の所属する機関、ないし当該論文等の

執筆に関わり乙に研究助成を行った団体による利用であって、かつ非営利の学術的目的の利用に限

る。)を許諾する。

1)複製

2) 自動公衆送信その他の公衆送信(技術等の進歩により将来生じうる送信態様を含む)

ただし、上記規定 i2)Jにかかわらず、甲は著作権を放棄するものではない。したがって、甲自

身による自動公衆送信その他の公衆送信(技術等の進歩により将来生じうる送信態様を含む)を妨

げない。

3.原稿種類と審査

(I)原稿に用いる言語は原則として、和文もしくは英文とする。但し、編集委員会が認めた場合は、こ

の限りでない。

(2) 原稿の種類は、レジャー・レクリエーションを対象とした研究領域における総説、原著、研究資料、

実践研究、評論、その他とし、他誌に未投稿、未発表のものに限る。なお、上記のうち総説、原著、

研究資料、実践研究は、編集委員会が依頼する複数の査読者による審査を経た学術論文である O

(3) 原稿の定義は以下の通りである O

1)総説とは、レジャー・レクリエ}ションを対象とした研究領域に関わる特定のテーマを、文献レ

ビューなどに基づいて大局的かっ客観的に総括したもの。

2) 原著とは、客観性、論理性、普遍性を備えた学術的価値の高い内容を持つオリジナルな研究成果

をまとめたもの。

3) 研究資料とは、学術的な資料性が高い研究成果などで、客観性・論理性・普遍性などに検討の余

地が残されているものの、速報性等があり公表する価値が認められるもの。

4) 実践研究とは、実践的な事例調査をまとめた研究成果などで、客観性・論理性・普遍性などに検

討の余地が残されているものの、速報性等があり公表する価値が認められるもの。
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5) 評論とは、ある特定の事項に関する評価、善悪、優劣などを批評し論じたものO

6) その他の原稿とは、書評や紹介記事、用語解説、シンポジウム・講演会の記録などで、編集委員

会が掲載を認めたもの。

(4)原稿の長さは、原則として、総説、原著については刷り上がり 12ページ以内、研究資料、実践研究、

評論については同 6ページ以内とする(1ページは 2，016字に相当)。ただし、やむを得ない場合に

は規定ページ数の1.5倍まで認める。その他の原稿については、編集委員会で認められたページ数

とする。

(5) 原稿の採否および掲載時期については、編集委員会が最終的な決定を行う O なお、学術論文の採否

については、査読者による審査結果に基づく。

(6) 大会発表論文集への投稿規定は別に定める。

4.原稿の提出

(1)原稿の提出にあたっては以下に従うこと。

1)投稿原稿は、別に定められた原稿作成要領に従い、原文の鮮明なコピー 3部を提出する。原文は、

郵送事故などに備えて投稿者が保管する。

2) 投稿原稿は、各部ごとに、標題、抄録(総説、原著、研究資料、実践研究の場合)、本文(註・

文献を含む)、図(写真を含む)、表の順にまとめ、ダブルクリップ等で留めて提出すること O

3) 原稿の郵送は簡易書留や宅配便など、配達記録が証明できる方法で行う O 本学会ならびに編集委

員会は、郵送事故には責任を持たない。

4) 提出先は、別途これを定める。

5) 原稿および図表は原則として返却しない。

6) 投稿の際には、本誌掲載の「レジャー・レクリエーション研究投稿票」に必要事項を記入し、

投稿原稿と合わせて 1部提出する。なお、投稿票にコピーを用いても構わない。

5.費用

(1)審査料・掲載料は原則として無料とするが、次の場合には投稿者にその実費を負担してもらうこと

がある O

1)カラー印刷など特殊な印刷を要したり、分量が規定を超過する場合など。

2) 別刷を必要とする場合。別刷りは 50部までは無料とするが、それ以上必要な場合には 50部単位

で購入できる。

6. その他

(1)原稿の作成に当たっては、別に定める原稿作成要領に従う。

(2) その他、当規程の問い合わせは、学会事務局宛に行う。

原稿提出先 (2014年 4月"')

干152-0031

東京都目黒区中根 1-2-7-401

株式会社余暇問題研究所

(日本レジャー・レクリエーション学会編集委員会)

山崎律子宛

TEL:03-5726-0732 
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「レジャー・レクリエーション研究」原稿作成要領

(平成 15年2月8日制定)

l.原稿の作成

cl)原稿は、原則としてワードプロセッサーなどを使用し、下記にしたがって作成すること。

1)用紙は A4判を縦長に使用し、横書きで作成すること。

2) 書式は、和文の場合には 1頁に 800字詰め (25字 x32行)、欧文の場合にはダブルスペース

(30行)とする。また、それぞれ左 40mm、右 80mm、上下 30mm程度の余白を残すこと O

3) 欧文、数字、小数点、および斜線(!)は半角文字を使用すること。

4) 句読点は、マル (0)およびテン(、)を使用することO

(2) 原稿の採用決定後に、フロッピーディスク等に保存された文章ファイルの提供を要請する。

(3) 手書きで原稿を作成する場合には、 400字詰め原稿用紙 (20字 x20行)を用いること O

2.原稿の体裁

(1)投稿原稿は、①標題、②抄録、③本丈(註・文献を含む)、④図、⑤表の順番で体裁を整える O

1)標題頁には、①原稿の種類、および、②タイトル(和文・英文の両方)を記入する O この頁に著者

名や所属などは一切記入しない。

2) 抄録頁には、総説・原著論文・研究資料・実践研究では、英文投稿・和文投稿にかかわらず、英

文抄録 (250語程度)と和文抄録 (500字以内)添える。これらは、刷り上がり時に本文と一緒

に印刷される O 評論およびその他の原稿については抄録は必要ない。

3) 本文頁には、本文・註・文献などを記入する。なお、本文の作成にあたっては以下の点に留意す

ること O

①本文の中央下に頁番号を記入する。

②本文の左側に、可能な限り、 5行おきに行番号を記入する O

③母国語ではない言語による投稿では、投稿前にネイテイブによる丈章校聞を受ける O

④和文原稿では必要以上の専門外来語の使用を控える。用いる場合は、片仮名書きとする O

⑤見出し記号を用いる際は、大見出しから順に、1.、 2. …、cl)、 (2)…、1)2) …、①、②…、

とする。

⑥学術用語は、学術会議制定の用語に準じ、度量衡単位は S1単位 (m、cm、mm、kg、g、mgな

ど)とする。

⑦本文中の文献表記は、引用箇所の後に、九回 4)ヘ5-7) のように、該当する文献番号を上付き

にする。註をつける場合も同様にする。

⑧本文欄外に図表の挿入箇所を朱筆により明示する。

⑨謝辞、および付記(研究費交付等)は本文の末尾におく。

⑩註は、本文の末尾と文献の聞に、註 1)、註 2) …というように番号順に一括して記載する。

⑪文献は、筆頭著者の姓のアルファベット順に並べるか、ないしは引用順に、1)、 2)、3) …と

通し番号を付ける。
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⑫文献の記載方法は以下を参考にする。

<学術誌・雑誌の場合>

著者名、論文名、雑誌名 巻号:頁数(始頁ー終頁)、西暦年号 の順

[例1]西野仁・知念嘉史、 ESM(経験標本抽出法)を用いた日常生活におけるレジャー行動研

究の試み、レジャー・レクリエーション研究38: 1-15、1998

[例 2JEeva Karjalainen and Liisa Tyrvainen， Visualization in forest landscape prefence research: a 

Finnish perspective， Landscape and Urban Planning 59 (1) : 13-28， 2002 

<単著などの場合>

著者名、書名、発行社、発行地:頁数(始頁ー終頁)、西暦年号 の順

[例 3J ヨゼフ・ビーバー(稲垣良典訳)、余暇と祝祭、講談社、東京:120pp、1988

[例 4JSimon Bell， Element ofvisual design in the landscape， E & FN Spon， London， 11・30，1933 

<共著書などの場合>

著者名、論文名、(編集者名、「書名」、発行社、発行地)、頁数(始頁ー終頁)、西暦年号 の順

[例 5J下村彰男:リゾート景観の保全と創造、(日本造園学会編、「ランドスケープの計画」、技

報堂出版、東京)、 217-227、1998

[例 6JRichard Broadhurst and Paddy Ha町op，Foerst tourism: Putting policy into practice in the Forestry 

Commission， (In Xavier Font and John Tribe Eds.， Forest tourism and recreation， CABI publishing， New 

York)，183・199，1999 

4) 図・表の作成にあたっては以下の点に留意すること O

①図・表は、それぞれ 1点につき 1枚の用紙を使用する。

②表は、表1、Table2のように通し番号を付け、題名を表の上部に記載する。

③図は、図 3、Fig.4のように通し番号を付け、題名を図の下部に記載する。

④図表の作成にあたっては、刷り上がり時の巾 (2段にまたがる場合は横幅最大 14cm、1段の

場合は 6.5cm)、および縮尺を考慮し、明瞭に作成する。

⑤写真を掲載する者は、原稿の採用決定後に EL版以上の紙焼き写真を提出する。

⑥採用決定後、オリジ、ナルの図表を提出する際には、裏面に、図表の番号、上下の印、および、筆

頭著者名を鉛筆で薄く書き込んでおく。

⑦特殊なオリジナル図表は、 トレーシングペーパーをかけるなどして、できるだけ汚損対策を施

す。
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レジャー・レクリ工ーション研究 投稿票

ふ tノグ tt

SJ慈悲A.g

郵便送付先

T 

護活若 TEL 

E-mail 

タグ"ノL

~，著者'.g

J5、~ひ刃f/K

(J!Jtjfie ~) 

FAX 

受付年月日

受付番号

原療の産嘉手
総説、原著、研究資料、実践研究、評論

その他(具体的に:

初稿 2 稿 3 稿 8房五をの

標題 枚 枚 枚 フEグど一訴が

原膚のIk毅 抄録 枚 枚 枚

本文 枚 枚 枚
カラ-fPjザ

図 枚 枚 枚

耳j'IIfて 枚 枚 枚
fftJJWfJ者'-Mb

原稿の動き A B C 初稿印刷

著者→編集委員会 著者送付

編集委員会→審査者 著者校正

審査 者 → 編 集 委員会 2校印刷

半リ 定 2校校正

編集委員会→著者 3校印刷

(投稿票 1/2) 

有 鉦

有 鑑

部
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(投稿票 2/2) 

表iJJt要 E

{活ゲガグ写フ

確認したら口にチェックしてください。

標題ページ 口原稿の種類は記入しであるか

ロタイトル(和・英)は記入しであるか

口著者名・所属は未記入であるか

本文ページ 口本文の体裁は原稿作成要領に即しているか

原肩皮膚原の 口註の体裁は原稿作成要領に即しているか

r.I'Yク
口丈献の体裁は原稿作成要領に即しているか

口ページ番号(本文中央下)を記入したか

グス " 口行番号を記入したか(本文左)

口母国語でない場合、文章校聞を受けたか

口見出し記号は原稿作成要領に即しているか

口図表挿入箇所の表示をしたか

図 表 口 図1表点につき l枚の用紙が使用されているか

口図のタイトルは適切か

口表のタイトルは適切か

グタグック要EのlJ/f7} 1:1 IJ!揮者/.J)'gèλ ず~ζ é: o
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「日本レジャー・レクリエーション学会賞」規程

平成 19年12月 2日制定

(目的)

第 l条 日本レジャー・レクリエ}ション学会(以下「本会」という。)は、会員の優れた活動を顕彰か

つ奨励することを目的として日本レジャー-レクリエーション学会賞を設ける。

(日本レジャー・レクリエーション学会賞)

第 2条 日本レジヤ}・レクリエーション学会賞(以下「本賞」という)は、次の 4賞を設ける。

(1) 学会賞

(2) 研究奨励賞 一論文部門、一般発表部門、ポスター発表部門一

(3) 支援実践奨励賞

(4) 貢献賞

(学会賞)

第3条 「学会賞」は、正会員によって選考の当年度を含まない過去3年度以内に発表された学会誌「レ

ジャー・レクリエーション研究」およびその他のレジャー・レクリエーション研究に関する学術

誌、著書、論文を対象として顕著な功績があったものに対して授与することができる。

(研究奨励賞一論文部門、一般発表部門、ポスター発表部門一)

第 4条 「研究奨励賞 論文部門、一般発表部門 」は、正会員である大学院生等の学生を対象に、その

前年度(審査該当年度)に筆頭著者として発表された学会誌「レジャー・レクリエーション研究」

の論文の中から「研究奨励賞一論文部門一」を、また、学会大会において筆頭著者として発表さ

れた一般研究発表(口頭)の中から「研究奨励賞一一般発表部門一」を授与することができる。

さらに、学会大会において学生(大学院生、大学生、短期大学生、専門学校生等)が筆頭著者と

して発表したポスター発表の中から「研究奨励賞 ポスター発表部門一」を授与することができ

る。

(支援実践奨励賞)

第 5条 「支援実践奨励賞」は、正会員の優れたレジャー・レクリエーション支援実践に対して授与する

ことができる O

(貢献賞)

第 6条 「貢献賞」は、長年にわたり本会運営ならびに本会に対して優れた功績が認められた者あるいは

団体に対して授与することができる O

(表彰)

第 7条 「学会賞Jr研究奨励賞一論文部門、一般発表部門、ポスター発表部門一Jr支援実践奨励賞Jr貢
献賞」の各賞は学会大会において賞状を授与する O

(選考)

第 8条 「学会賞Jr研究奨励賞一論文部門、一般発表部門一Jr支援実践奨励賞」は、選考委員会におい
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て審議し、理事会の議を経て総会に報告する。「研究奨励賞 ポスター発表部門一」は、選考委

員会において審議し、会長、理事長の承認を得て総会に報告する O また「貢献賞」は理事会にお

いて審議、決定し、総会に報告する。

(選考委員会)

第9条 選考委員会の構成、委員選考の方法は別に定める。

(規程の改廃等)

第四条 その他、本規程に定められていない事項に関しては、理事会において審議し、総会の議を経て決

定する。

附則 この規程は、平成 20年 4月 1日から施行する。

附則 この規程は、平成 23年11月 18日より一部改訂する。

附則 この規程は、平成 25年 11月 10日より一部改訂する。
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E本レジャー・レクリエーション学会賞選考内規

(選考委員会)

1.本会に日本レジャー・レクリエーション学会賞選考委員会(以下「選考委員会」とする。)を設ける。

2. 選考委員会の委員は、理事会において推薦された候補者の中から 5 名以上~1O名以内を会長が任命

する。委員の任期は 3年とする。

3.選考委員会は、互選により委員長を選出する。

4.選考委員会は、「学会賞J1研究奨励賞一論文部門一J1研究奨励賞一一般発表部門一J1研究奨励賞一

ボスター発表部門一J1支援実践奨励賞Jについて選考するものとする。なお、「貢献賞」については、

理事会において選考するものとする。

(1学会賞J)

5. 1学会賞」は、正会員によって選考の当年度を含まない過去 3年度以内に発表された学会誌「レジャー

・レクリエーション研究」およびその他のレジャー・レクリエーション研究に関する学術誌、著書、

論文を対象として顕著な功績があったものとする O ただし、「レジャー・レクリエーション研究」以

外の業績に関しては、本会の正会員の資格を有し、筆頭著者(ファースト・オーサー)のものに限る O

(1研究奨励賞一論文部門-J) 
6. 1研究奨励賞一論文部門一」の対象は、その前年度(審査該当年度)に発行された「レジャー・レク

リエーション研究」の掲載論文とする。

(1研究奨励賞一一般発表部門 J) 

7. ，研究奨励賞一一般発表部門一」の対象は、その前年度(審査該当年度)の学会大会において発表さ

れた一般研究発表(口頭)とする O

(，研究奨励賞ーポスター発表部門一J)

8. ，研究奨励賞ーポスター発表部門ー」の対象は、その年度の学会大会において発表されたポスター発

表とする。

(，支援実践奨励賞J)

9. ，支援実践奨励賞」は、正会員によるレジャー・レクリエーション支援実践において顕著に優れた功

績が認められたものを対象とする。ただし団体での活動については、その団体で中心的な役割を果た

しているものに限る O

(選考手順)

10.会長及び理事は、「学会賞J，研究奨励賞一論文部門一J，研究奨励賞一一般発表部門一」については

各 1篇を、「支援実践奨励賞」については 1名を推薦することができる。

11.本会正会員は、所属機関が異なる 2名以上の連名により、「学会賞J，研究奨励賞一論文部門一J，研

究奨励賞一一般発表部門一」については各 1篇を、「支援実践奨励賞」については 1名を推薦するこ

とができる。

12. ，学会賞J1研究奨励賞 論文部門一J，研究奨励賞一一般発表部門一Jr支援実践奨励賞」の推薦にあ

たっては、 1篇あるいは 1名につき 1通の推薦書を添付して、毎年7月末日迄に封書にて事務局宛に



提出するものとする。

l3.推薦書については、下記の項目を記入することとし、未記入項目がある場合は無効とする。

(1)推薦する該当賞の呼称

(2)推薦書の提出期日

(3)候補者(賞を受ける者)および所属機関

(4)推薦者(直筆署名、捺印のこと)および所属機関。連名の場合は全員の分とする

(5)推薦者の連絡先。連名の場合は代表者とする
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(6) I学会賞H研究奨励賞一論文部門一H研究奨励賞一一般発表部門一」については推薦する題目名:

記載方法は Irレジャー・レクリエーション研究』原稿作成要領J(平成 15年2月8日制定の 2

-(1) -3)一⑫)を参考にすること

(7)1支援実践奨励賞」については推薦する主な支援実践内容

(8)推薦理由:400字程度

14.推薦する際、「学会賞JI研究奨励賞一論文部門一JI研究奨励賞 一般発表部門一」については現物

あるいはコピー 13部を添付するものとし、「支援実践奨励賞」については支援実践を証明する資料の

現物あるいはコピーl3部を添付するものとするO

15.選考委員会は、推薦された「学会賞JI研究奨励賞一論文部門一JI研究奨励賞一一般発表部門一JI支
援実践奨励賞」の候補について審議、決定し、理事会の議を経て総会に報告する。

16. I研究奨励賞ーポスター発表部門一」については、日本レジャー・レクリエーション学会大会時に複

数名の学会賞選考委員が採点者となり、次に定める採点方法に基づいた審査を行う O

(1) 5つの審査項目(研究内容、研究の独創性、研究の将来性、プレゼンテーション能力、キャッチ

能力)で審査し、 5点満点 (5:秀逸、 4:優秀、 3:良好、 2:可、 1:不良、 F:判定不能)で審

査する O

(2)審査員は、ポスター発表のコアタイム(質問時間)に審査対象となっているポスター発表を審査

する。

(3) 1発表に対し、 2名の審査員で評価する。

(4) 2名の審査員の合計値で上位2名を選出する。

(5) 1位を会長賞、 2位を理事長賞とする。

(6) 同点者が出た場合は、理事長賞を同点者数分表彰する O

17.選考委員会は、「研究奨励賞 ポスター発表部門一」の候補について審議し、会長、理事長の承認を

経て総会に報告する。

18. I貢献賞」については理事会において審議、決定し、総会に報告する。

(その他)

19.その他、本内規に定められていない事項に関しては、理事会において審議、決定し、総会に報告する。

附則 この規程は、平成 20年 4月 1日から施行する。

附則 この規程は、平成 23年11月18日より一部改訂する。

附則 この規程は、平成 25年11月 10日より一部改訂する。
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学生会員に関わる規程

平成 23年 11月20日制定

本規程は学会会則第3章会員第6条5を受けて定めるものとする。

(学生会員の登録条件)

第 I条 学生会員は、本会の会則第 1章総則第2条の定める目的に賛同し、日本国の管轄省庁の認可によ

り所在する大学院博士前期課程(修士課程)、大学学部、短期大学、専門学校(専修学校専門課程)、

高等専門学校の満 18歳以上の在学(校)生とする。

2 大学院博士後期課程(博士課程)、通信教育課程、科目履修生、大学研究生等の所属者はこれを

認めない。

(学生会員の権限・制限)

第2条 学生会員の権限として、学会誌への投稿資格、学会大会への参加と発表(口頭発表、ポスター発

表)申し込みの資格を有する O

2 本会が発行する学会誌の配布。

3 本会が運営するホームページの登録(ユーザー IDと仮パスワードの発行)。

4 学生会員の制限として、役員の選挙権(合、被選挙権)、総会での発言権、総会議事録署名人、

学会賞推薦者(連名を含む)の資格は認めない。

(入会)

第3条 本会の学生会員になろうとするものは、次の手続きをとり、理事会(合、常任理事会)の承認を

得た者とする。

2 学生会員としての入会申込書を事務局に提出する。入会金は学会会則第 7章会計第 20条 Iの規

程により免除する。

3 2に在学(校)証明書を添付し提出する O

(登録期間)

第4条 学生会員の資格(登録期間)は 1年間とし、その当該年度末までとする。なお、継続することも

できる O

2 継続手続は、在学(校)証明書を添付して継続届を事務局に提出する。

(会費)

第5条学生会員は、年会費を納める。

2 年会費は学会会則第 7条会計第 20条5が定める年度額として正会員の半額とする O

3 会計年度は学会会則第 7章会計第 21条による。

(大会参加費等)

第6条 学生会員の大会参加費は、会場受付時に第 I条の定める身分を証明する学生証を提示することで

無料とする O 但し、学生証の提示がない場合は正会員の半額を納めることとする O

2 地域研究に参加する学生会員は、その参加費を納めるものとする。
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(退会)

第7条 学会会則第 7章会計第 21条の定める期間を以つてなされる。

2 学生会員の登録期間内において、退会屈の提出があった場合には退会を認める。

3 学会会則第 3章会員第 8条に抵触した場合には、理事会(含、常任理事会)の審議を経て退会措

置を講ずる。

(申請受付の取消)

第8条 学生会員の入会申込書あるいは学生会員の継続届を提出後、定められた期間内に年会費の支払手

続が確認できない場合は、事務局において申込受付の取消を行なう。

附則

1.本規程は平成 23年 11月20日より施行する。
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「レジャー・レクリエーション研究jへの投稿について

投稿は、常時受け付けておりますが、審査を要するジャンルの原稿の場合には審査期

間、発刊時期等を見計らって、投稿してください。積極的な投稿をお待ちしております。

投稿論文送付先 (2014年 4月"')

干152-0031 東京都目黒区中根 1-2-7-401

株式会社余暇問題研究所

(日本レジャー・レクリエーション学会編集委員会)

山崎律子宛

TEL: 03 -5726 -0732 



日本レジャー・レクリエーション学会とは……

レジャー・レクリエーションに関するあらゆる

科学的研究をなし、 レジャー・レクリエーション

の発展をはかり、 それらの実践に寄与することを

目的として昭和 46年3月に設立された学術研究団

体です。学会設立までには、過去6年に渡り、「日

本レクリエーション研究会Jとして地道な実績を

かため、その基礎の上に学会として発展してきま

した。

いうまでもなく、現代の急激な社会変化は、 レ

ジャー・レクリエーション研究の重要性を一層増

大させております。従来までの研究に加え、 より

広範囲で多角的な研究を推進し、人間生活の質的

向上を目指しているのが、この学会の特徴です。

このようなことから、この学会は、レジャー問題、

レクリエーション研究に直接たずさわる研究者、

専門家はもちろんのこと、 レクリエーション環境、

組織、指導など実践家の総合体ともいえましょう O

学会では、着実にその研究の質的深化を目指し

つつ、現代から将来にかけてのこの大きな人類の

ニーズにこたえていこうとしております。

事務局

郵便振替

口座名

Japan Society of Leisure and 
Recreation Studies 

〒359-1192 埼玉県所沢市三ヶ島 2-579-15 

早稲田大学人間科学学術院

前橋明研究室内

日本レジャー・レクリエーション学会事務局

電話 (04)2947-6902 

00150 -3 -602353 

「日本レジャー・レクリエーション学会」

日本レジャー・レクリ工ーション学会の

会員となったら……
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日本レジャー・レクリエーション学会は、次の

事業を行っております。メンバーとなったら、ご

自分の研究や指導に役に立っと共に、レジャー・

レクリエーション界に大いに貢献することができ

ます。

。学会大会の開催……年一度の学会大会です。研

究発表をはじめ、シンポジウムなど意見交換の

機会です。

。研究集会の開催…・・年数回、研究会を聞き、メ

ンバーのニーズに合う問題を提供し、相互研究

の機会を作っております。

。学会ニュースの発行……年 2回、ニュース・レ

ターを配布し、学会内のできごとはもちろん、

広く情報を提供しております。

。「レジャー・レクリ工ーション研究」の発行・

学会における研究発表、論文発表誌です。 レ

ジャー・レクリエーションにおける学問レベルの

向上がこの研究誌を通して期待されています。

。研究・調査資料の発行……レジャー・レクリエー

ション問題を中心に、研究・調査資料を適宜発

行します。

。受委託研究の実施……レジャー・レクリエー

ションに関する研究を学会が受委託し、チーム

を組んで、研究の進める体制ができております。

。情報交換・・・・・-学会員相互の研究交流を推進する

ために、お互いに情報をとりかわす機会をつ

くっております。

。共同研究……学会員が協力して、一つの問題に

対して、あらゆる角度から研究できる機会があ

ります。



78 

編集委員会

委員長 山崎律子 (余暇問題研究所)

副委員長 下嶋 聖 (東京農業大学)

委

委

ヨ芳てミニ

委

員 坂口正治 (東洋大学)

員 上野 幸 (余暇問題研究所)

員 土屋 薫 (江戸川大学)

員 賓田 治久 (余暇問題研究所)

Editorial Committee 

chief editor Ritsuko YAMAZAKI 
JILSE 

vice chief editor Hijiri SHIMOJIMA 
Tokyo University of Agriculture 

editor Masaharu SAKAGUCHI 
Toyo University 

editor Yuki UENO 
JILSE 

editor Kaoru TSUCHIYA 
Edogawa University 

editor Haruhisa HIROTA 
JILSE 



レジャー・レクリ工ーション研究 第75号
Journal of Leisure and Recreation Studies No.75 

平成27年3月23日 印刷

平成27年3月31日発行

発行者鈴木秀雄

発行所 日本レジャー・レクリエーション学会

干359-1192 埼玉県所沢市三ヶ島 2-579-15

早稲田大学人間科学学術院

前橋明研究室内

TEL & FAX (04) 2947-6902 

印刷所前田印刷株式会社筑波支庖

干305-0836 茨城県つくば市山中152-4

TEL (029) 875-6696 



Original Articles 

JOURNAL 

of 

Leisure and Recreation Studies 

No.75 

The potential of Open Garden as a source for cultivating enthusiast groups 

ISSN 0287-1084 

ISSN 0919-8458 

Kaoru Tsuchiya， Kaori Hayashi， Hijiri Shimojima alld Masayo Miyazaki ・・…・・・田・・・・・・ー 一一...........................・ 3

44th JSLRS Congress 

The possibilities of sport seen from the 2020 Tokyo Olympic and Paralympic Games 

Dai Tamesue .…・・・・・・・・・・・ ・・ ・・ ・・・・・ ・・・・・・・・・・・…・・・…・…・・・・・・田・・・田・・・・・・・・・・・・・・田・・・・・・ ・・・ -・...............・ -・ -・..・..... 21 

The Olympic/Paralympics Legacy and Landscape ofMeiji Shrine 

Nobuhiko Tanaka ...・・・・・・田・・・・・・・・ー・ー・ ・・・・・・・ ・・ー・ ・・...................・......・ -・.. . . . . . . . . . .・・ ー・・・ー・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・ 25 

Nanjing 2014 Youth Olympic Games Report 

lchiro Hoshino ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ー・・・ ・・ ・・・・ ・・ ・・・ー・ー・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・.........… ….... ・・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 

Changing the spot value ofthe disabled towards Tokyo 2020 Olympic and Paralyrnpic Games 

Nobuko Tanaka ーー・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・ ・・・・・・・ー・・一 ..........・・・・・・ a・・・・・・・・・・ー・・・・・ ー・................... 33 

Development ofthe life rhythm improvement strategy based on lifestyle analysis 

Akira Maehashi ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 一. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .一・・・・・・・・・・・回一・・・・・・・・…........ 41 

A Report on 13th World Leisure Congress 

Fumio Morooka .................................................... … ...・ ・・・・・ ・・・ー・・・・・・・・…・・・・田・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・一 49 

Regulation of JSLRS 

Infomation of JSLRS 

Japan Society of Leisure and Recreation Studies (JSLRS) 

Mar.2015 


	aa0001
	aa0003
	aa0004
	aa0005
	aa0006
	aa0007
	aa0008
	aa0009
	aa0010
	aa0011
	aa0012
	aa0013
	aa0014
	aa0015
	aa0016
	aa0017
	aa0018
	aa0019
	aa0020
	aa0021
	aa0022
	aa0023
	aa0024
	aa0025
	aa0026
	aa0027
	aa0028
	aa0029
	aa0030
	aa0031
	aa0032
	aa0033
	aa0034
	aa0035
	aa0036
	aa0037
	aa0038
	aa0039
	aa0040
	aa0041
	aa0042
	aa0043
	aa0044
	aa0045
	aa0046
	aa0047
	aa0048
	aa0049
	aa0050
	aa0051
	aa0052
	aa0053
	aa0055
	aa0056
	aa0057
	aa0058
	aa0059
	aa0060
	aa0061
	aa0062
	aa0063
	aa0064
	aa0065
	aa0066
	aa0067
	aa0068
	aa0069
	aa0070
	aa0071
	aa0072
	aa0073
	aa0074
	aa0075
	aa0076
	aa0077
	aa0078
	aa0079
	aa0080
	aa0081
	aa0082
	aa0083
	aa0084

